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地方自治制再検討

副島義一

第一章総 喬≡一
胴

　地方自治制が施行せられてよ鉱既に五十年の歳月を経、共・

の効験固よ蚕少からず、且つ其間改磨せられぬること歎次なめ

しと錐も、更に之を槍討して以て、地方の將來の健杢なる登達

に資することは、頗る肝要なウとす。

　第一節　自治の本質及其の限度拉自治精紳

　自治の本質及其の限度は、今詳論するを要せず、只自治制の

再槍討の爲め妓に一言するのみ。

　凡そ自己の事は、自己自ら之を治むることは、自己の生存と

登展の本源なう。一己の人は自治を本義とす。然れども自己は陶

同時に國家及公共の一員な蚕、國家及公共の一員としては、當

然國家及公共の爲めに奉仕し、及其の制約を受けざるべからず。

故に一己人としても、既に絶封の自治、絶封の自由を有するこ

となし。個人は當然制約的のものならざるべからず。自治は當

然被治を前提とするものなめ。有くも國家が主擢を有する以上

は、國家内の個人及團膿は皆被治者なム。只被治者が國家の統

一と統治とを妨けざる程度に於て、其の活動が許され、其活動
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の範園が自治と稽せらる㌧のみ。若し絶封の自治及自由あうと

せば、是れ國家主権の否認と爲ウ、國家を解艦せしむるの観念

なめ。國家解膿せば、個人の存在も、其自治も自由も亦杢滅に

至らん。故に自治及自由は、元來制約的のものにして、國家奉

仕の観念は、常に之に件はざるべからず。今夫れ地方自治制は

地方民をして、地方の公共事務を管掌庭理せしむることを主意

として、立てられたる制度にして、猶個人の自治と共本質と同

ふするものなう。地方民が其地方公共事務を塵理するは、個人

自治の籏張な鉱地方の道路は自己の往來する所な鉱地方の

致校は自己子弟の學習する所な6、地方衛生の設備は自己の衛

生を途くる所なう。只地方民は、各個的に之を経螢し能わざる

を以て、共同的経螢の方法に依らざるを得ず、是れ自治制の起

る所以なめ。帥ち自治制は、地方民をして、共の公共生活に關

する事業を庭理せしむること主眼として、立てられたる制度な

め。凡そ此等地方的の公共事業の経螢は、地方民をして從事せ

しむることが尤も適當にして能く共効果を墨げしむる斯以の方

法なうとす。蓋し地方民は、其の地方に封し密接の關係に在る

ことを直威し、地方構成の一員たることを認識し、共の提供は

目前に効果を露はすを以て、地方事件に典味を有すること深く、

貢獄と犠牲の志念を張からしむることを得るなり。叉地方に於

ける祉會各暦の各佃人をして共同作用に鐵力せしむる時は、共

の利害の錯綜を混化均整して、各方面の反目嫉覗を緩和し以て
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能く公共事業経螢の目的を達するを得せしむべし。其他官僚行

政の檀羅を緊粛し、偏狭を排廣し、幾多の敏陥を補充するの効

駿は、地方民の滲與に侯つべきもの決して少からざるなめ。

　然れども地方自治制には、自ら一定の限度あることを知らざ

るべからず。即ち自治権の内容、自治事件の種類及自治地域の

貰狭に付ては、本質的の制限あ鉱殊に自治膿は國家内の一制

度にして、國家主権の下に於ける設定物なるのみならず、其の

公共事務も、元來國務に厨するものなるを以て、自治膿は、國

家設定の主意に適慮し、自治櫨を正當に行使するの義務を負憺

するものとす。是れ自治騰の國家に野する奉仕にして、此の自

治膿の奉仕は、地方民の國家と地方膿とへの奉仕に依6て途達

せる貼のにして、地方各個人の奉仕心が自治制効果の根抵た

るな参。

　（一）自由椹説

　或は個人の「自由権」なるものを以て、地方自治擢の根擦と

倣すの説を唱ふる者あう。「伯耳義」に於ては、普通．に所謂立憲

制の「三根本権」（立法、司法、行政）の外に、「地方自治樺」

（1）Ouvoir　mmici拠1）を認め、立憲制には「四根本権」あうと

し、之を憲法に規定せめ。（同國憲法第三一條には「市町村叉は

縣に關する事務は、憲法規定の原則に從ひ、市町村及縣の議會

に於て之を定む」と、規定せム。）故に地方制の組織、樺能、作

用等に關することは、各地方議會猫立して之を規定し、叉地方
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事務を塵理することを得て、國の立法椹及行政権を以て、之を

攣更し叉は制限することを得ざるなめ。是れ地方自治権は、國

民自由椹の一部として、各地方民の固有するものなうとの、思想

に基づくものにして、此の思想及制度は、欧洲諸國の地方制度

に其影響を及ぼし、佛蘭西、濁逸等の地方制も、一時之に依ウ

完ることあ鐸麟。然れども斯る地方自治権なるものは、封建

制、分椛制等の行はれたる國家に於ては慣習的に成立せること

あらんも、統一國家に於ては、國家の立法椹に封立するものと

して、存立することなしとす。何となれば是れ・國家主権の根本

思想に反するものなればなめ。白耳義の地方自治椹なるもの

も、只憲法の規定に依鉱立法擢の制限として認められたる範

園内に於て、存立するを得るのみにして、若し憲法に斯る規定

なき時は、只立法権が、各個の揚合に規定せる範園内に於ての

み、存立するを得るのみなるべし。

　〔二）グナイストの説拉自治の精神

　猫逸のグナイストは、英國の自治制（Self　Govemmellt）を

論じて、自治の要素は名碁職にあ鉱自治と官治との匠別は、

名得職と俸給職との差異に由う生ず。自治は名碁職者が、國の

法律に從ひ、地方税を財源として、施行する國家行政なう。自

治は國家行政に封するものにあらず、只官僚行政、長官行政に

封し、猫立の地位を有するものなうと云ひ、殊に治安裁判官

（Jastice　of　peaee）を以て、英國名碁職者の特長として、之を
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稻賛せめ。實に英國の治安裁到官は、（次章滲照）資産と教養に

富める貴族出身者を以て任命せられ、多く公徳の素養を有せる

ゆへ能く其の職責を鑑くすを得ブ～るに由るなう。（Gne銚，S盛

冨overnment，Comlnunalver食漏ung　ill　EIlgla，nd・3。＆uH・及其池

著書所載論説）此のグナイストの説述は、能く自治の記源を明か

にしたるものにして、今日流行の自治制は、多くは英國の名碁

職制を本旨として立てられたるものにして、必しも自由民擢の

思想を以て自治制の本源となすものにはあらさるな今。蓋し地

方人士が、無俸にて公務に貢献するは、師ち公共奉仕心の實践

にして、能く共職責を鑑くし得るは、相當の教養あう公徳に富

めるに由る。殊に連帯責任心、犠牲心、自任有爲の志、公雫清

廉等の諸徳を具備せざるべからず。是れ所謂自治の精神なるも

のなう。此の自治精紳の涌養あうて、初めて自治の運用を完成

するを得るなう。然れども自治精神の普及と實現とは、甚だ困

難にして、敏養と實習とに大なる努力を梯ふにあらずんば、之

を期待するを得ざるなう。

　（三）　エ・マイエノレの説

　猫逸のエ。マイエノン（EmstvonMeier）の如き、自治制の眞

相を能く喝破せる一人なウ。日く（ホノレチェンドノソフ法學叢書

所載、行政法論第一章第四節末項）自治制は、英國に於ても濁

逸に於ても、地方の支配階級が、其勢力と利釜とを逞ふせんが

爲めに要求せるに由う立てられたるものにして、決して國家使
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命を分捲することを主とする公徳心の登揮に出でたるものにあ

らず、故に地方名碁職者の提供する犠牲は決して大なるものに

あらず、其所得は提供ようも多きを例とす。從て選墨界に於

て、強辮を弄び外観を飾う、選墨者の叡心を買ふことのみを事

とし、競雫紛擾を極め、地方公職も、議員及其近親者の、競取

の目的物に供せらるに過ぎざるなう。…9元來國務及地方行政

の完全・なる管理は、専務職の官吏に待たざるべからず。專務職

の官吏にして、初めて其全身を捧げ、公務を學習し、共職責に

公卒忠實を鑑くさしむるを得るなう、素人よう成る選墨制の機

關は、唯議決及補助作用を有さしむるに止むべしと。是凡べて

の自治制に封する、頂門の一針なう。日本の現自治制の如き、

籐ゐ行き過ぎの弊に陥ゐれう。之を救ぷの道は、唯過當の制度

を改粛し是正するの外、盆，自治精紳の涌養と普及とに努力す

るにあるのみ、世の自治制を論する者、先づ其實蹟如何を顧み

ることを要とすべし∩

第：二童　各國の地方自治制

　第二節　日本の地方制度の沿革

　我日本の地方制は、明治初葉以來数次の澹革を経て、以て今・

日に渣べう。明治八年、初めて地方に民會なるものを設け、官

選の旺長及戸長を以て共の議員とし、明治十一年には、郡匠町

村編成法、府縣會規則及地方税規則を制定し、之を三新法と稻
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し、地方制度改新の途を開き、同年更らに町村の戸長は之を民

選とし、十三年旺町村會を公布せへ然るに選墨の弊害を虞へ

十七年戸長は再び之を官選とせ6。

　明治麗＾一年四月、市制及町村制が制定せられ、廿二年よう施

行せられた銚是れ我國に於て、所謂地方自治制が探用せられ

プ～る濫膓な動此自治制の制定は、同理由書に宣示せる如く、

隣保團結の奮慣を盆己廣張し、地方共同の利盆を登達し、衆庶

官民の幸薦を増進することを共大旨とするも、之を既に明治汁

二年よう實施せるは、主として明治昔三年よゆ憲法が施行せら

る爲め、其前提及び準備として、先行せしむべき急迫の事情あ

めたるに由るなう。而して當時濁逸に於て、既に新たに地方自

治制が制定施行せられブ～るに由鉱我自治制は、之を滲照し、模

倣の黙亦少からざるを見る。理由書に依れば、府縣、市町村を

以て白活琿とし、自治匠は法人とし、自治膿は、其の機關に依

うて意思を登表し、之を執行するものなうと説明せう。師ち市

町村湖の大趣旨とする所は、市町村等の自治匠は、之を法人格

を有せしめ．地方公民の選墨に依蚤其の機關を設定し、以て自

治権を行はしむるに在う。而して市町村長等は、共の議會に於

て選墨せしめ、政府の認可を受けしめたゆ、但し東京大阪京都

の三大都市に於ては、特別の市制を行ひ、市長助役を設置せず、

府縣知事及び共官吏をして、市長及び助役の職を行はしめた蚤

しが、明治三十一年に至套之を改め、、他市と同様ならしめブ～ウ・
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又明治骨三年府縣制及郡制を制定し以て地方制を完成せ鉱明

治滑二年、府縣制虹郡制を改正し、直接選墨制を行ひ、大地主

制を旗し、府縣及郡は法人たることを明記せめ。然るに郡制

は、大正十年に於て壌止し、郡の自治團膿を解消し、猶大正十

五年には、郡役所及郡長の官制を腰止し、地方中級行政機關を

解消し、町村に封する郡長の第一次監督作用も、亦壌止した蜴

府縣制は、其後藪次の改正を経、殊に大正十五年には、府縣に

も、普選法を施行し、議員候補者屈出制虹供托金納付制等も、

亦實施せ6。

　明治四十四年、法律第六十八號拉第六十九號を以て、市制蛇

町村制を新ブ～に制定し。奮法を獲屡せめ。新法に於ては、市長

虹町村長を、市町村の統轄者とし、市に於ける從來の市滲事會

の首長制を改め、其他市町村の法人格を明自にし、選墨資格、

投票方法等を改礎せムQ大正十年には、町村の等級選墨制を壌

し、市は二級制とせム（大正十二年壌止）。更に大正十五年には、

種々重要なる改正を加へ、殊に普選法を施行し、市長の推薦任

用法を益贋し、町村長と共に市會町村會限めに選任することと

し、他の市町村重役選任に關すると同しく認可制を杢康せ銚

且つ勅令指定の市の選墨に關しては、議員候補者屈出制及供托

金納付制を施行することとせ蚕。其他昭和四年の改正と共に、

地方の自治権を大に接張し、認可及許可の範園を縮少し、監督

を緩大する方針を探り、現今に於ては我地方制は、飽國に比し、
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民毛主義の色彩を大に濃厚にする傾向と爲ウ來れウ。

　第三節　一英國に方辱ける地方自シ台制

　第一　一八三二年以前の自治制

　凡そ英國の制度は、必らず或歴史的の経過を有するを共特色

とす。地方自治制も亦然らとす。英國の地方行政（Loc之d　g（w－

mnlGめは、既に青＾四置紀の中葉1、こ開端し、爾來十九世紀の初

葉に至る迄、同一の形態を以つて施行せられ、之を自治（Self＝

govemn胴崩と稚し、中央行政よウ分離し猫立した外之をn

治と辮したるは、蓋し共地方行政管理が、中央政府よ壺任用せ

られず、亦俸給を受けざる者、即ち名轡職者に婦厨せるに由る

なめ。是れ名晋職者¢）掌る行政を、自治行政と倣す観念の、生

ぜる歴史的の一事由な毒しなう。當時、此の自治の機關とし

ては、治安裁判官、教會嘩管理者及都市管理署の三種あ今た

卦。

　〔一一’治安裁…判官（Ju面e（、（》f　Peace）、《裁…判官と云ふも、現

今の裁判官と同義にあらず、治安を保持する官憲の義なみ。）の

制度は、一一＾三六四年、エドワード三世の時代に趙ウたるものにし

て、當時各地方在佳の貴紳、殊に大地主の中よう治安裁判官は

勅任せられ、名春職として地方行政を管掌し、殊に警察、維濟

、Lの行政、刑事裁i判及輕度の民事裁到（當初の問）等を管理し

た壺。中曳の議會政治が、貴族に依り運醤せられたると同じ

く、地方の行政も、亦貴族に依6携任せられ、以て英國狗特の
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大自治制が建設せられたウ。

　　　　パリツシユ
　（二）教會旺　英國杢土は、各致會旺に匿劃せられ、其の管

理者は、致會事件の外、救貧及道路事件を掌鉱地方行政の一・

部を執行しブごう。

　（三）都市は、國王の特許に依今、自治市（Mullieil）とd　Bor一

側gh）として承認せられ、主としては共財産を管理しプ酋。但

し一般の行政は治安裁到官の管掌に属せう。且つ此特許は少歎

の都市のみに附與せられ、都市の機關としては、市會議（Town

Colmcil）、市長（Major）及市参事會（Aldermen）等あうブ～め。

（此自治市は、國會議員選i墨に付特別の選墨旺となれり、）

　第二　一八三二年以後の沿革及現制

　斯くして英國の地方制は永績して行はれたるが、時勢の攣悪

と証會の進歩に件ひ、杜會政策實施の必要に逼られ、一八三二

年以來、漸次改革の歩を進め、救貧、致育、衛生、道路等に關

する各種の行政組合が設定せられ、組合員の滲典と作用の程度

を撰張し來れう。

　（一）　大都市（第一自治市）

　一八三五年先づ大都市の制度を改革し、公民の範園を著しく

　　　　　　　　　　　タウンカウンシリル　メリオル　　オリルダルマン
獲張し、其機關として、市　　會、市長、市滲事會を設置し、

市會議員は（任期三年）公民に依め選墨せしめ、市墾事會員は

市會に於て選墨せしめ、市長は（當初は市會議員中よウ選墨せ

め）一八八二年以來は、廣く市民中よう選墨せしめ、任期一ケ



第二章　各國地方自治制の概要 11

年とし、滲事會員の任期は六ケ年とせ6。市の事件に付ては、

市會内に於ける委員が重心黙として作用し、市會総會は、形式

的の作用を爲すに過ぎず。而して其議決は當初は、唯市財産の

管理事件に限られ、種々の肚會的経濟的の事業は、特別の委員

（公民の選墨に依る）に依蚕管理せられたるが、後には此等の委

員事務も漸次市會に集中せられ、都市が自ら公共團膿たる膿様

を形成するに至れ蚕。然れども自治市の事務と、國家の市に關

する行政事務とは、猶之を匿別して、國家行政事務は、國王の

任命する治安裁判官、及後には治安委員を市部行政官として、

之を掌らしめたウ。市長も治安裁到官の委囑に依う、國家行政

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マヤストラロト
を執行するを得ブ～るのみ。市零事會員も、國家の市行政官とは

全ぐ匪別せられた塵。

　（二）　第二自治市拉町村部聯合紐合

　大都市の次に第二自治市（Uで1）ah　District）あ套。主として

衛生及道路事件を管理するものとして立てらる。共機關の組織

は、大市制と略ぼ同様なう。市會あう委員あう（隼給を受く）

叉多くは治安委員を有す。治安委員は、國王よゆ任命せられ俸

給を受く。一九二九年の法律に依れば、縣内の都邑も人口七萬

五千以上を有すれば、股縣して第二自治市を組成するを得るこ

とと爲れゆ。

　町村部に於ては、一八三四年、救貧制を行。ζ爲め、教會証聯

合組合を設け、共機關として治安裁到官と教會匪代表者とをし
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て之を管理せしめ、治安裁到官の任命する救貧匿吏員をして執

行せしめため。次て…八四八年以來は、更に衛生、道路、致育

等に關する種々の組合が設定せられた銚（此等の組合は各｝特

別の匿域を有す。’）

　（三）　縣　制

　…八八八年、伯領地を縣地方膿吏（1川nty）に形成し、自治市

（Muni　eiPal　BOr（》llgh）と略ぼ同形の組織を有せしめた6。是亦

英國地方制大改革の一階と爲りたう。其機關としては、縣議會

（（㌔）III雌〔bm1（一il）あり、共の議員は（任期三ケ年）公民に依ウ

て選墨せられ、財務及内務行政に付き、議決樺を有するも、短

き任期にて選墨せらる＼議長（（（haim閤1）の下に、年に五同の

倉議を開くに過ぎずして、實際の行政事務は連合委員　（J・撮

（、》Im醸1セのに｛衣1今執行せられ、此蓮合委員は、縣會代表者及

治安裁判官を以て組織せらる（

　（四う郡　制

　更らに一八九四年、各町村に渉る特種組合を綜合する爲め

に、椰地方膿（RUl●皇㌔ll）istriet）を紅成し、杢一1二を包括せわ。但

自？台大滅∫及第二二自盲台市は元より1徐外せらるo此の君陶よ、イ楚來の

衛生紅合を基本として立てられたるものにして共機關として郡

議會（1）is栢ct（二1（）Ul1嶺）及零事會あ登、共構成法は、市議會、

縣議會と同じからず。從來の組合制とも共選墨法を異にせう。

但し議員と滲事會員との選基は共方法を同ぷせ餌又治安裁判
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官は、職権として當然會に滲與するを得ざらしめたウ。

　（五・最下級匠制

　　　　　　　　　　　　　　パ　　リソシユ
　英國最下級レ）地方輝として、教會匿あ今。共大旺には教會有

椛者よ今成る総會（P＆1’isdmleetillg〕）あ％小証には、委員よ

6成る教會議會（Pa趣eh（〕Om／eil）あ今。共地議長（Ch乏し聾

　　　　　オのヴアシアノし
】hl賜あウ監督者凌）り、受俸吏員凌）1蛎此致會匝の事業は從前

と異なることなし。腫會的事務は、委任に依う救貧其他の事を

掌ることを得。

　（六・倫敦縣及倫敦市

　一塩八八八年、大倫敦は、倫敦縣（C・lmty・f　L｛）lld・n）として

立てられ．縣議倉を其機關とし、縣議會の中に諸部の機關を具

備せしむ．一八九九年、倫敦縣は昔八個の匠に’匿劃せられ、各

1亜に首長、滲事’會員及議員よ6構成せらる、議會を置き、i其ξ事

務を掌らしむ。大倫敦の中に本來の倫敦市（（lityofL・姐（）n）あ

み．十八世紀初葉以來、機關として、議員二百二名及市長一名

は、毎年選基せらる』を慣例とし、唯汁六名の滲事會員は、終

身職とせレ此倫敦市は人口僅かに四萬人を有するに過ぎざる

も、世界に於て、比類稀なる亘額の某本財産を有するを以つて

薯名な壺とす。倫敦市長が毎年選墨せらる曳は、唯毎年一同、

ギノ叫ホールに於て催す大宴會を主宰する爲めに過ぎずして、

此の宴會は、倫敦市の財産を消費する目的に出づるのみと稚せ

らる。然れども市の行政は、零事會と市書記とに依う忠實に執
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行せらる。

　（七）英國自治制の特色

　以上は英國地方制の大要なるが、英國の都市及町村の自治匿

は、各，各個の法律の規定に從ひ、特別の各個的権限を有する

のみにして、一般的概括的の権限を有することなし、是れ英國

自治制の特長なめ。概して英國の自治制は、地方團膿に重きを

置かず、澹當者たる人其者に重きを置くの風凌汐。殊に典型的

の名饗職として、治安裁到官を探用し、自治傳統の基礎を築造

しプ～るは、他國に看るを得ざる特例な蚕とす。元よめ現時の地

方制は、他國と同じく、地方公共團膿の形膿を有するに至蚤た

るも、其内容に於ては、著しく特異黙あることを認めざるべか

らず。但し現制は古制と異なめて、治安裁判官の地位と樺限と

は、著しく低減せられプ酌。現代に於ては治安裁到官は、大法

官（Lord　ChallcellOI’Nこ依めて任命せられ、名碁職として猶存

するも、從來の如く地方行政の根幹たらず、既に郡議會に於て

は、會員たる職椹を有せず、縣議會に於ても、登言権を失ひ教

會匝に於ても、監督権者たらず、亦都市に於ても、塞職を有す

るのみにして、司法上警察上の實権を行ふことなし、唯町村部

に於て、輕度の司法及警察の権を行ひ、縣の蓮合委員會k於

て、列席権を有するのみな伝故に濁逸のグナイストは、此の

如き治安裁到官の見乏斥は、英國自治の傳統的良風を損傷するも

のとして、大に之を廉惜したることあウため。然れども十四世
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紀時代に創始されたる古制が、假令共地位に墾動を受けたるに

拘らず、汁世紀の今日に於て、猶依然として存置せらる』は、

英國制の特色として其保守性の張靱なることは、稽賛に槙すと

謂ふべきなう。凡べて英國の自治膿に於ては、議會及首長に重

きを置かず、滲事會及書記に、自治の重心を置くを慣例とし、

滲事會員は、多く長期問に渉め在任す、書記亦然飢例へば倫

敦の書記の如き、倫敦市の舵手と稻せられ、自治の實権を掌握

し、市長は只短期の名碁職たるに過ぎず。此黙英國の自治は、

一種の官僚制なうと云ふべく、只國庫よみ俸給を受けざるのみ

なゆ。

　英國の地方議會議員の選塁には、國會議員選墨に於けると同

じく、他國に比し、普通選墨制は甚だ遅くれて施行せられた

蚕。蓋し英國人は、其保守的の性質上、一人一票主義に多くの

期待を持せず。只歓洲大戦の影響の爲め、途に共探用を強要せ

られブ～錦然れども其一人一票主義の採用よ蚤生ずる弊害は、

他の傳統的の制度に依銚之を防制する方法を採れ銚是れ地

方自治膿に於ける滲事會員及書記に重心を置くの慣例なめ。若

し傳統的の良慣を有せざる所に於て、一人一票主義の普蓮選墨

制を速行する如きあれば、其弊害は之を防止するを得ざるに至

らん。英國制を観察する者は、須らく其眞相を識別することに

注意せざるべからず。

　（八）地方肖治膿に封する監督
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　英國の地方自治制は、一八八八年以來、漸く系統的整理の緒

に就きたるも、實務に關する中央政府の指揮監督は、決して之

を等閑に附したることなか今しな外嘗てグナィストは、英國

地方制度が、分樺主義よう集擢主義に獲轄せんとせるやを憂惧

したるも、此憂惧は正鵠を失せ6。蓋し一八三二年の改革法に

墓づき、諸般の文化及経濟事業経螢の爲め、各種の組合及地方

膿が籏出せしも、若し之を選墨議員及役員等にのみ杢委し置く

時は、錯離、不統一、脱将、衝突等百弊紛出する虞ある以て、

之を統制し整頓するの必要あ鉱此必要に慮じ、一八七一年、

地方行政監督院CL（〕e我I　Govemmellt　Boa紐）なる重要の中央官

磨が設置せられ、地方に封し指揮、命令、覗察、監督の権を行

はしめた今。殊に地方自治燈の規則制定、ニヒ地の庭分、公債募

集、財政等に付、後見的干渉を爲し、會計の監督は特に周到嚴

密を極め、有給吏員の資格、任職、退職に付認可制を探り、其

他地方lll治膿の匝域の礎更、地方事務の代執行等を行はしめか

蚕。英國自治が枇殆少く、能く名聲を保持し得るは、之を監督

の致果に雛せざるべからず。一九一九年、此の監督模は、更に

顧祉省の椹内に属せしめられたあ。共他近時英國中央政府は、

文化及縮祉事業途行の目的の爲め、地方自治膿に補助金支給

の必要を認め、之に俘ひ監督椛も釜1之を張行するに至れ

参．救貧、警察、道路、學校等に關し、補助金を支給する毎

に、其の適常なる浩費と事業の逸捗とは、常に周到なる監親に
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附せらる。一九二九年制定の地方行政法の規定に依ウ、從來の

各個的補助金支給制を擁し、総額補助金支給制を設けたる爲め

中奥の監督樺も、亦一般的に横張せられたウ。凡そ地方自治膿

に蜀する監督樺の嚴正なることは、英獅爾國共に殆んど同様な

銚世問或は英國は帥1主義自治制の模範國として、中央の干

渉は、地方に及ばざる如く思惟するもの汐）るも是れ大なる錯談

な銚中央の監督は、廣汎にして周籍、以て中央地方の均整と

協調とは常に細心企岡せらる＼を看る。殊に財政上の均衡は尤

も注意せる曳なり。

　第四節　　ぢ蜀逸ここ於、レナるナ也ブノ自？台ll司

　第一　スタイン及グイナストのn治制々定に關する努力

　猫逸の地方自治制は、遠くフライヘノ勘ホン・スタイン（Fl’（』i－

h鍛v職St幽）に依ウ、共基が創められ、共後グナイストに依

む完成されたう○スタイソは、普魯西國が、佛國ナポレオンの

兵馬に躁踊せられたるを憤慨し、同復の念息まず、先づ普國の

國民精紳を作典し、卑劣怯儒を排し、奉公有爲の民性を油養し

人民をして快弘猫立の氣象を有せしめ、以て普國興隆の根本を

培養することに着眼し、魯國々王は奴隷の君主たるべからず、

猫立民の君主プごるべしと倣し、先づ自治制を設け、以て國民を

してr｛治精押を養成せしむるを急務とし、ナポレオンよう窮追

されつ㌧、自治制草按を考慮せるに際し、偶まケーニヒベノレヒ

の或市民が、自治法案を立てたるを聞き、同市長をして之を政
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府に建自せしめ、之を滲照し、且つカント、フイヒテーC「．硫

Fiehte）等の國家主義を根底とし、愈主自治制を編成せ銚其

の主旨とする所は、地方自治膿を國家組織の基礎として、國家

の統一を計う、叉地方膿の法人格を認め、共機關は名碁職制を

以て、之を組成せしむるに在うブ～銚此のスタィンの自治制は、

一八○八年、先づ普國の都市に施行せられため。次でグナイス

ト出て、スタインの先型に從ひ、市町村に渉る自治制を完成し、

之を實施するに至れう。グナイストは自治膿を法人格とし、公

法上の團膿として意思力、行爲能力を有する者とせう。英國の

自治制は、當初必しも地方膣の法人格を認めブ～るにあらず、唯

漸次の登達に任せたるが、狗逸に於ては、法制的に之を法人格

として創造したう、故に英國制と猫逸制とは、自然と人爲との

差異あるを免れず。然れどもグナイストは、市町村自治制の逸

稿と完成とに努力せるのみならず。國民をして新制の運用に習

熟し、歓陥なからしむる爲めに、自ら各地に遊説して、新制の

趣旨を教示し、自治精紳の普及に瞠勉し、以て人爲的制度の映

陥を補充することを昂めたう。斯くて普國に於ては、一八五三

年市制、及一八五六年町村制が制定施行せられたウ。爾後狗逸

の各邦も、亦之に倣ふて市制町村制を公布實行するに至れゆ。

　簗二　地方自治膿の組織

　猫逸諸邦の地方自治制を通．覧すれば、共り組織に甲乙二種の

系統あう、甲系統は市制町村制を匝別し、乙系統は之を旺別せ
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ざる制度なウ。

　甲　系統　（萱）市制　（一・）統鞍部として合議的の滲事

會（MagBtrat）あ蚤。滲事會は市長（B豊rge1・meistα）、第二市

長、助役及滲事會員を以て組織せられ、市の首長たム。市長は

滲事會を代表す。小市に於ては、滲事禽を設けず、一人の市長

を置くことあ銚（二）議決機關としては市議會（Stadtvel’0レ

Unete！！）あ鉱叉各匹代表者會、委員會等あ参。市滲事會員は、

市議會に於て之を選墨す。（式）町村制　（一）統轄部として

　　　　　　　　　　　　　シユルチエハ
は一人の町村長あう、通常之をSchulze（村長）と爾す。其傍

に助役（SchO紬ll）、副長（Beigeordneteh）、書記（Adjmkt）等

あう、（二）議決機關として町村議會叉は町村総會あめ、拉に

委員含等あう。

　乙　系統に於ては、市町村其制度を異にせざるも、亦二種の形

様あ蚕。（堂）（一）統轄部として一人の首長あめ、其傍に各種

の補助役凌）う。是れ佛國主義を探用したるものにして、普國内

にも此主義を探る所あウ。（二）議決機關として、市には市議

會あウ。町村には町村評議會あウ。議長は特別に設くることあ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マギストラがト
う。町村長を以て議長とすることあら。（式）（一）滲事會を

以て市町村の首長と爲し、市町村長は滲事倉の一員として滲事

會を代表す。（二）議決機關として市町村委員會あ鉱以上の

機關の外、甲乙系統共に、諸種の行政部、及螢造物等を管理せ

しむる爲めに委員及代理者を設置することを得。
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　市町村の事務は、名碁職を以て管理せしむるを原則とす。但

し名馨職の中には、多少の報酬を受くる者も亦存す。市町村

長、議員、滲事會員、行政委員、公民委員等皆名暮職とし、凡

べて名舞職に就くべきことは、地方公民の義務とす。義會の議

員は、地方公民の直接の選墨に依ウ、市町村長及助役等は、議

會に於て選墨せられ、叉は公民に依う選基せらる＼ことあ瓠

市町村長の任期は六、九、十二年、叉は終身たることあり．但

し大都市長、助役及滲事會員等は俸給を受く。

　市町村長、助役、：蓼事會員、重要の役員及有給役レ）選墨・には、

國官聴の認可を要す、認可なきときは再選i墨を行ひ、再不認可

の時は、國官磨其事務を代行す。

　第三　奮普國地方自治制

　善普國制に於ては、市の統轄部には、高等市長（有給）第二

市長（有給叉は無給）及少くも二人の無給助役（溺飾11）あ凱

叉必要に慮じ、有給吏員として法律顧問（Syl！dikl画、財務管

理者（K£もmmrer）、學務委員、建築委員を置くを得、此等は凡

べて市議會に於て選墨せられ、有給吏員は十二年（又は終身）

無給吏員は六ケ年を任期とす。（伯林市には三十四人の統轄部員

あ鉱内十八人は有給とす。）人ロー萬以上を有する市の市長の

選塁には、國王の勅許を要し、其他は縣知事（RegieRmgsp廠si－

llellt）の認可を要す。町村長は、通則としては俸給を受けず、

助役は二人乃至六人あウ。俸給報酬共に之を受けず♪市長助役
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は、町村公民中よ◎、六ケ年の任期を以て町村議會に於て選墨

せられ、郡長（L～mdrと㌔th）の認可を要す、人口三千入以土の町

村に於ては、有給町村長を置くを得、叉合議制の町村首長を設

くるを得、郡長が町村長選墨を認可するには、警察匝長の意見

を鼎くを要す。其他郡長は、郡墾事會の同意を以て、町村長選

墨を否認することを得た今。

　第四　濁逸地方自治制の特色

　上來述ぶる所に由れば、濁逸の地方自治制は、市町村が、法

人として其機關を設立し、自己の責任を以て、其公共事務を庭

理することを其本旨とす。地方議會が根本の主機關にして、弛

の機關は、此主機關に依ウ設定せらる。而して議倉の義員は、

地方の住民及公民に依砺巽墨せらる㌦ゆへ、濁逸自治制は、純

然たる民主主義を根擦と爲すものと謂ふべし。且つ市町村は、

濁立の法人格を有するものなるゆへ、國家官聴は、其濁立に鯛

れざる法定の監督を爲し得るに過ぎずして、共範國は甚だ狭小

なウとす。共朕猫立の個人に封すると趣きを同ふす。是れ英國

の自治制と異なる所な銚但し猫逸に於て望）、自治膿の人事に

付ては、猫國家官騰の認可を受けしむるなめ。

　第五　ナチス政椹の地方制に封する方針

　以上述ぶる所は從豪の濁逸地方自治制の概要なるが、近時ナ

チス政権は、此地方制に大なる礎革を加へたう。即ち一一九三五

年ナチス政椛は、其黛是に篠う、國家的統一の爲めに、杢猫逸
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劃一主義を以て地方制を立て、以て國民的再建を企つる旨を宣

言せウ。固よウ地方團腱が國の基礎として、法人格を有するこ

とは、依然鍵更することなきも、從來ようは、國民の名碁職滲

加を一履強行し、地方團膿の機關は、ナチス蕪の特定機關に依

飢選任せしむるの形式を探れ6。是れナチス黛は、國民精紳

（即ち國民の力と言との）の代表者にして、蕪の選定は即ち人民

代表者の選定なめとの理由に由れるものな銚叉地方團膿の首

長及副長の任用には、ナチス蕪代理者が、候補者三名を提案

し、監督官磨其内一名を選定することとし、地方議會の議員

は、黛代理者之を選定することとせ壺。但し窯代理者が、地方

首長及副長の候補者を提案するには、議員との協議を條件と

し、議員の選定には、地方官長の同意を要すとせウ。其他ナチ

ス蕪は、地方自治膿に封し指導主義を探b、公共行政には積極

的干渉を爲し、著しく監督椹を振張せう。且つ國家官磨は、地

方自治膿共者を監督し、ナチス窯は、地方艦の當局者たる人其

者を監督する方法を探鉱共干渉及監督は、奮制に比し、甚し

く統制主義を張行することを其本旨とせり。是れ奮制の下に於

ける、弛緩せる地方自治を齊整緊張せしむる爲めに、適鷹の庭

置なうと云ふべし。

　第五節　佛國に於ける地方制

　第一　革命時代地方制の紛擾

　革命前の佛蘭西に於ては、市府と郷村と問に、其制度を異に
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し、市府に在うては、濁任制の官磨あ6て、之を管理し其傍に

市府評議會を置き、郷村に在めては、當初は大地主統轄の下

に、村集會に於て村事を庭理せしが、共後は漸次官僚の支配に

委せられた参。然るに十八世紀の末、革命突登するや、此等の

市村の制度を撤贋し、全國を縣郡に距分して、劃一的の法制を

立て、地方行政も、國家行政と同しく、凡べて選墨制に墓づく

合議的の機關を設け、之を掌司せしめたう。而して此等の機關

は。唯國権に封して濁立せるのみならず、各機關相互の問に於

ても、杢然封等猫立の地位を有せしめブ～う。蓋し是れ自由民椛

思想の革命主義に篠う尤るなウ。然るに地方行政は、忽ちにし

て棄観し、殊に窯涙闘孚の爲め、弊漬紛出して、牧拾困難とな

れり。是を以て、革命政府は、一時地方委員を設け、只管其善

庭を計うたるも、猫共目的を達するを得ざうしが、ナポレオン

ー世が、政椹を握るに渣び、再び中央集樺制を行ひ途に之を救

済するを得ブ～う。

　第ニ　ナポレオンの地方制改革及現制度拉佛國制の特色

　一八○○年、ナボレオン政府は、杢國の匠劃を奮制に復し、

會議制の機關を屡止して、濁任制の官臆として、縣には知事

（Pr蕊fellt）、君口こは副知事、市町村には市町村長（M曲s）を置

き、中央政府之を任免し、共傍に評議會（COIlseiIS）郁桑重し、以

て地方行政を掌らしめプ～う。且つ府市と郷村との琿別を磨し、

岡一の制度を施行し、全く官僚系統に依ウ、杢地方行政の組織



2窪

地方自治制再検討

を立てたう。其後、第二帝政時代及共和制時代に於て、地方議

會の地位と組織に改1Eを加へ、縣（De正）artemellt）に1よ縣知事

會、縣議會及縣委員を置き、郡（ATrOlldissemellt）には郡滲事

會を置き、市町村には市町村會を置き、殊に縣と市町村の議會

は、共公共事務の議決機關たるに至らしめたう。然れども佛蘭

西の全地方行政は、今猶ほ中央集椛的官僚主義を其根抵と倣す。

佛國の中央制度たる内閣は、民主主義を以て其基調と微すに似

ず、地方行政の系統は、杢く官僚主義に依う組織せられ、縣知

事郡長及首府の首長は中央政府に依ウ任命せられ、其の指揮監

督に從はしむ。是れ共和制の國に於ては、一種の矛盾制なるも、

佛國に於ては、治安保持の爲め、甚だ必要なる制度たるなめ。

佛國に於て、政黛の孚が常に紛出し、又革命が頻繁として起う

たるに拘らず、杢國が猶其崩壊を免る＼を得たるは、一に地方

行政の動揺が、輩固たる官僚制に依う防衛せられ、能く秩序を

保持せるに由る。是れ佛國有識者の能く承認し理解する所な

う。叉佛國に於ては、縣及市町村に地方議會の設置ある望）、共

権限は、他國の地方制に比し頗る狭少にして、殊に市町村會の

如きは、僅少の滲典権と議決擁を有するのみな6。佛國の政窯

が、中央に於ては、放恣の行動を逞ふし、政権雫奪を事とし、

爲めに内閣が頻繁として交迭するの弊害を流がし居るに拘ら

ず、地方に於ては、甚しき脱将の蓮動を爲し得ざるは、主とし

ては官僚制の堅固にして、侵し難きに由らずんばあらず。且つ
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佛國の教養ある人士は、商工業者たるを欲せず、官界志望を有

する者多く、此徒は識見を高荷にし、學問経駒を積み、官職に

從事するを以て、其本分として諦親する風あう。故に佛國の官

僚界は、甚しき腐敗に隔らざるを得る。是れ佛國制度研究者の

注目すべき一黙ならずばあらず。

　第三　市町村首長選任間題の沿革

　　　　メア　ル　佛國市町村首長の選任に關する澹革も、亦注意を梯ふべき一

事な蚕。市町村首長の官選と民選とに付ては永き歴史あム。一

八○○年、ナポレオンー世時代の政府は、市町村長及議會の議

員は、凡べて官選を以て任用した蚤。共後漸く一八三一年に

至6、市町村長は、市町村會議員中よう選出せしむることとし、

一八四八年には、人口六千以下の町村に於てのみ、町村會議員

中より選出せしむることに改め、…八五二年には、更に政府の

無條件任命に攣更し、爾後一八七〇年、一八七一年（第三共和

制時代に於ても、容易に民選主義を探らざウしは、チエールの

熟慮に由ると云ふ。）一八七四年、一八七四年、一八七六年、及

一八八二年に於て、或は民選或は官選或は條件附民選等、約九

同の獲更を維て、現時は、巴里等の大首府を除く市町村の首長

は、民選制と爲すに至れゆ。此の如き澹革を観るときは、佛國

が地方制に付、如何に苦心し重覗せるかを知るに足る。且つ佛

國に於ては、今日猶市町村長は、只之を自治膿のみの機關と倣

さず、他面に於ては國家官吏左る資格を有すと倣す観念も、亦
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決して消失せることなし、故に政府は、民選市町村長に退職を

命ずることあう、（但し退職命令に封しては、國務饗事院に出訴

するを許さる、）且つ市町村長は、名碁職にして俸給を受けず、

亦町村會に於ては、其議長と爲ウ議決樺を有し、市町村に關す

る自治及官治に付執行椹を有し、共登する公文書には、奮國王

の登せし公文書の形式に從ひ、複藪の一人稚を具し、實際に於

ては、奮時の地頭プ～る如き観を有す。故に其就職に際し少くも

認可制を探るべしとの主張は、猫時々唱へらる＼所な軌、

　第四　地方監督の歌況

　町村に封する官磨の監督は甚だ嚴密にして、恰も後見的監督

を行ふを例とす。市町村會は、市町村の豫算及財産庭分に付議

決権を有するも、縣知事の許可を受くるにあらざれば、之を執

行するを得ず。叉政府は、何時にても市町村會を解散し、市町村

行政粛清の爲めには、市町村長に随時退職を命ずるを得ること

前述の如し。然れども近時縣知事の監督椹行使にも、或る弊害

の作ふこと少からず。殊に中央議會議員選墨術策の爲めに其公

正なる態度が、著しく傷害せらる」ことあう。代議院及元老院

の議員選墨に際し、縣知事は、市町村要人の同情を求めざるべ

からざるに遭遇することにあウ。斯る揚合には、共監督の手を

緩ふすることあう。又自己の希望に同情を寄せざる者には、之

を不法に排斥することあbて、地方行政界の弊害を醸造するこ

と少からず。凡そ此等の弊害は主として、政黛内閣制の影響に
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因ウて生ずるものにして、之れが粛正は、根本の制度に改礎を

加ぷるの要あるべし。

　第五　佛國地方制の實歌

　佛國の行政制度の系統は、官治行政を本則とし、自治行政は、

只其の補則たる観を呈するを共の特長とす。縣は國家の高等行

挺劃たると同時に、亦公共團膿の形膿を併有し、縣會は稽廣汎

なる権限を有するも、共首長たる縣知事は、純然たる國家官吏

なウ。（、目本の制度と同じ）又郡は、只國家行政匝劃たるに過

きずして、自治國膿にあらず。カントンも亦然め。郡長及．郡蓼

事倉も、國家行政機關たるに過ぎず、唯市町村は縣と稽状態を

異にし、自治膿の形膿を有するも、佛國の市町村は、其地域概

して猿小にして、人口二十萬以上を有する都市は、パリ、リヨ

ン　マノンセーユ、ボノレドー、…・等に過ぎず、甚しきは僅かに

二三十人の住民を有する村落にして、一地方匝を組成せるあ

錦市町村紐合も、全陸隻1に於て四十個許ゆ存するに過ぎず。市

町村議會は、普遁選基制及名簿制ll二依今選暴せられぬる議員を

以て組織せられ、假令五十入許う¢）住民を有する村落に於て

も、住民総’會なるものを設くることなしと云ふ。市町村に於て

1ま、法制．Lは市町村長力遡蜀・任lkりの統轄者なるも、￥薫際に於て

は、市町村長は、共助役等と共に市町村内閣を紐織し、共同し

て慮理樺を行ぴ、專決を爲すことなし。殊に僻遠の町村役場に

於ては、小學枝教師は、フヤ記として勢力を振ひ、町村會の議員
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が濁う蹟虞すること多からざるの朕況なウ。佛國に於て、此の

如き地方制度が、形成せらる㌧に至めたるは、實際政策上大な

る理由の存する所にして、若し選墨制に依る自治機關に、廣汎

なる権限を附與する時は、各政窯の権勢雫奪の戦の爲めに、地

方行政は紛擾を醸し、容易に牧拾する能はざるに至る虞あ鉱

且つ地方團膿が、中央政府に向て封抗を試みるに至る危瞼なし

とせず、故に之を豫防する必要に出でたるなゑ。革命時代の紛

擾を同顧するときは、是れ決して謂れなき憂慮にあらざるなう。

或は佛國に完全なる自治制の採用せられざるは、國民に自治の

能力なきに由る、との非難を倣す者あめと錐へども、是れ必し

1も然るにあらざるべし。

　第六節　英濁佛地方制の概括的比較

　上來述ぶる如く、英國に於ては、當初自治制の理想を立て

て、之に達せんことを計めたるにあらず。只名碁職を要素とし

て、地方事務の庭理を掌らしめ、先づ都市に於て、自治の態様

を馴致し、漸次之を町村に籏及し、時勢の推移に慮じて、之を

改憂し以て現状に進捗し來うたる過程を、自治制と稻するの

み。斯くして十四世紀に開端したる制度が、近世的の内容を有

し、公共國膿を形成するに至ウたるは、漸く十九世紀末葉以來

の事にして、英國自治膿は、今日猶’一般的廣汎的の権限を有せ

ず、唯法定の各個的、具膿的の事業を経螢し得るに過ぎず。是

れ同國自治制の特長なり。蓋し選墨制に依蚕、素人を以て公共
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事務を庭理せしむるには、性質上自ら其範園と程度とに制限を

附せざるべからず、英國自治制が、其の賞施に弊害の生ずるこ

と少きは、共自然の範園を超脱せざるに因らずんばあらざるな

め。又市町村に關する國家行政事務を管掌する市町村の吏員に

封しては、共任用等に付、特別の監督を施し、其用意周到なる

も、亦注目を要する所なウ。

　猫逸の自治制に於て、地方自治膿を法人格とし、一般に其公

共事務を虞理する権限を有せしめ、公民の選墨に依ム組織せら

る＼地方議會をして、廣汎なる議決椹を有せしめ、殊に市町村

首長及共他の吏員を選墨せしめ、且つ市統稽部を合議的に組織

せしむるは、全く民主的思想に陥ゐれるもの威なき能はず。然

れども市町村首長は、之を統轄部として地方議會の上に在らし

め、且つ其選墨には、國家的承認を受けしめ、殊に國王の勅

許、知事郡長の認可を受けしむるは、國家主椹を奪重し、民主

主義を折中したるものな鉱且つ市町村の首長は、只市町村の

公共事務を庭理執行するのみならず、國家の市町村に關する行

政事務も、亦之を澹任するものにして、其人物の當否は國家の

利害に開するものなるゆへ、國家が此認可権を行ふは、當然の

制度なうと謂はざるべからず。

　叉佛國の地方制に於ては、縣郡及首府は、國家官磨たる知事

郡長等をして之を統轄せしめ、主としては市及町村のみに自治

制を行ひ、然かも市町村長は、縦令之を民選に依め任用する
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も、國家官吏たる地位を兼有せしめ、政府は常に之を監督し、

自由に退職を命ずることを得るのみならず、地方議會の権限は

挾小にして豫算財産庭分に關する議決も縣知事の認可を受くる

にあらざれば之を執行するを得ずとせるは、是れ著しく中央集

擢的の色彩を帯ぶるものと謂ぷべし。而して佛國は斯くして地

方制を確立し、ナポレオンー世以來、…世紀以上に渉ウ之を績

行して、以て國礎の鍛固を計れ6。

　第七節　Fl本現地方自治制の當否

　謙て我地方制の現状を看るに、佛國の中央集権制に反し、著

しく地方分権主義に傾き、市町村は、之を純然たる濁立人格を

有する自治團騰とし、…般に共公共事務を庭理せしめ、市町村

議會をして、豫算其他一般に自治膿事件を議決せしむる外、

猶市町村長及其他の吏員を選塞せしむ。是れ濁逸の市町村制と

同じき厨なゐ。然るに濁逸に在ゆては、制限選墨制（殊に等級

選墨制）を探右、且つ市町村首長の選基叉は、國王の勅許（革

命前に於ては）又は官磨の認可を受けしめしに反し、我國に

ては、厨謂普通選基制に依め地方議含を組織せしめ、元の認可

制を擁し、市町村會の選墨のみにて、市町村長を設置し得るこ

ととし、且つ自治膿及其機關の擢限は、英國の列基主義なると

異なムて、一般的、廣汎的ならしめ、國官聴の許可を求め監督

を受くる場合は、 盆｝之を減縮して、自治髄をして愈圭張大り

椛勢を有し、任意の行動を執ることを得せしめ、甚しく民主主



第三“章地方議會選暴の釈況 31

義自由主義の色彩を帯びるに至らしめたう。是れ我國歌と民情

とに適合する制度なウや、叉斯る制度を以て、果して砒弊を生

ぜず清粛を保ち、何等の支障なく、地方の経濟及文化の登展を

途げ、其の繁榮と編耐とを増進せしめ得るや、頗る疑問とせざ

るを得ず。濁逸の地方制は、法制上の技工としては、能く結構

されたるものなウ。然れども其運用上の効果は、必しも英國制

の如く期待されたるにあらず。我地方制は、當初よ妨蜀逸地方

制を模倣し起稿されたるものにして、紙上の法制として出現し

たるな外（濁逸人アルベノレト・モッセが、趨草顧問として特に

招聰されぬめ。）故に實際の地方状態とは、當時既に懸隔あ套

たるのみならず。其後普通選墨思想の爲めに激化されたり。蜘

之近時政蕪勢力の浸淫を受け、窯孚の弊漬に櫛まさるる地方亦

少からず。此の現状を直親する時は、地方制の再槍討を爲し、

其妥當性を保有するやを観察するは尤も緊要ならずとせず。

第蕊章　地方議會選墾の状況

　第八飾　選墾制の本質

　地方自治膿は、地方民殊に公民の公共イ重仕の義務を某とし

て、立てられたる制度にして、地方民が此義務を諜くすには、

先づ其の機關の組織に屡典せざるべからず、公民の選墨椎は之

に由て生ず。公民が選基に滲與するは、共奉仕心の第一の顯出

な銚自治制は、必らず選墨に依る要素の存在することを其特
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質とす。是れ本質上官僚制組織と異なる所なウ。殊に選墨に依

る議會は、必らず設置せられ、其他地方統轄部も下級地方禮に

於ては、主として議會に依う設置せられざるべからず。故に選

墨は、自治膿組織の重要なる某調なめとす。或は狭小なる町村

に於ては、選墨を用ひず、公民総會を設置することあウと錐へ

ども、是れ稀有の例外にして、通則としては、選墨制を以て自

治膿の基調とす。故に選墨及選墨制の効験は、則ち自治制其者

の効験にして、選墨が公正適當に基行せらる＼や否やは、一に

此効験の當否に關するものなめと謂はざるべからず。而して選

墨は、地方民が自治膿の機關設定に蓼與する行爲にして、必し

も自己の代表者を設置する爲めの行爲にあらず、（選墨は、選

墨民の代表者を設置する行爲なめとは、通常の説なるも、是れ

適當の見解にあらず、何となれば選墨の際、選墨者は、被選墨

者に何等の委任又は権限の附典を爲すものにあらず、被選墨者

は、選墨者の意思に少しも拘束せらる㌧ものにま）らざればな

う。被選墨者は、議會に於て、選墨者の杢く知らざること又は

其意に反することを言議するも其自由とする所なめ。斯る被

選撃者帥ち議員は、決して選墨者の代表者にあらざるなう。）選

墨は、只多歎人に依鉱適當の人材を出ださしむることを理

想として、行はしむる公務なウとす、蓋し多歎制に依飢人物

を撰澤するは、其適當を期し、不平を緩和にする便宜的の一方

法なるに由鉱選墨制が探用せらる㌧なう。固よめ多藪は必し
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竜眞理にあらず、多歎の投票を得たる者、悉く賢者たるにあら

ず、選墨が適當の人物を得る唯一の方法にあらざるも、筍くも

選墨者が、選墨を當然の公務として之を適當に行ぷ畳悟あらば

敢へて不可なしと錐へども、若し選墨者が、此の如き畳悟を堅

持することなき時は、舷に選墨制の弊害紛出して、自治制の効

果は杢く其期待に反するに至るべし。實に選墨は、自治制興替

の關鍵なうと謂ふべし。故に今自治制の再槍討を爲すに當つて

は、先づ自治制下に於ける近時の各地に於ける、選墨の概況及

其成果を槍討するを要するな銚

　縣市町村議會の議員選墨は、元と制限選暴制、等級選基制に

依めしが、大正十五年以來は、所謂普選法を實行し、男子廿五

年以上の地方住民（二年以上）は、…般に選墨権を有すること

と爲せう。是れ主としては民主主義の主張に從ひたるも、亦地

方佳民の知能も既に増進し、練達堪能にして、公共事務塵理を

澹當し得ることが、期待せられたるに由るなめ。然れども此期

待は果して能く充たされたるや、妓に最近歎年間の選墨の状況

を一瞥する要あるべし。

　第九節　普選法の下に於ける選墨棄権の状況

　（一）此の普選法は、昭和二年九月、二府珊七縣に渉蚕、府

縣會議員の総選暴に於て、初めて實行せられたるが、棄灌率の

比較は…欠記の：如し。

　大正十二年、総選墨棄権率耶均　一割五分、昭和二年（同上）
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二割六分五厘、（此内大阪市五割四分、京都市五割三分、神戸市

四割五分二厘、名古屋市三割九分の棄権あ飢）昭和六年（同

上）、一一割九分四厘、（大阪市四割五分、京都市四割四分四厘、

神戸市、二割四分一厘、名古屋市三割四分の棄権あう、）昭和十

年（同上）、二割七分三厘、（大阪市四割二分一厘、京都市四割六

六分四厘、神奈川縣三割三分の棄椛あ鉱、／

　（二）束京府に於ける、普選法下の府會議員選基の棄椎率李

均は、昭和三年、四割一分一厘、（此内麹町匪五割六分八厘、芝

匝五割四分四厘。麻布匝五割一分七厘、亦坂匿五割一分…厘）

昭和七年、四割七厘、昭和十一年、三割九分六厘を示せめ。

　府縣ノ會議員の補闘選基に付ては、棄擁率甚だ高きを看る。昭

和五年、横濱市八割八歩、昭和九年、東京市澁谷1憂ヒ割、同十

三年、京橋匿六割七分四厘、芝匝六割九厘の棄纏あう。殊に同

十三年二月、埼玉縣々會議員補歓選基には、南埼玉郡七割四分

三厘、北足立郡七割二分七厘、（内同郡安行村九割三分五嬉、三

室村八割九分五厘）、秩父郡四割の棄擢あ蚕た外

　（翼）　市・砥會議員選學に於ける棄樺

　東京市、昭和四年の所謂浄化市會議員選墨には、三割四厘、

同七年新設の二十轟1に於ける選基には、四割六分八厘‘内六

甲匝は五割以上）同八年の選墨には、三割九分八厘、（内五割以

上三匿、四割以上五匪に及ぶ、）同十二年の選基には、三割

六分六厘（内最高甑四割五分）の棄権あり。又昭和八年の市
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愈議員の選墨に於て、大阪市及京都市には、四割以上神戸市

に於ては四割六分の棄権あ鉱昭和七年十一月東京市新設の

二十匿に於ける旺會議員選墨には、二割四分一厘、同十一年

の選基には、四割五厘（最高匠四割八歩）の棄権あめ。猫同

十三年、遜1會議員選學に於て牛込匝四割七厘、淺草匿四割1二

分、本斯『匿三割四分一厘等卒均三割八分九厘の棄禮あめた

ウ（

　（四、）　ノ1、市及．町村に於ける選墨

　小市及町村に於ける地方議會の議員選築に於ては、概して棄

樺少く、一割以上に至ることは甚だ稀なるを例とす。（一割以

下の棄稚は論評の限にあらず、）昭和五年、基行せられたる各地

町村會議員の選墨に於ける棄権李均率は、八歩、同七年一割二

分、同八年一割にして、或斯にては、三分叉は一分に過ぎざる

ものあb。市に於ても、三分叉は四分許の所あうて、投票率は

頗る佳良なうとす。

　第十節　地方議會議員選基・に於ける選墨法違反の歌況

　國會議員選i墨に於けると同じく、大正十五年以來は、地方議

會の議員選墨に於ても、斯謂普通選墨制を探用することと爲ウ

しが、選墨の状況は、蕉制の下に於けると大なる獲差なきのみ

ならず、選棊違反は却つて増加するの勢を暴露せう。其統計約

次の如し。

　（一）道府縣會議員選墨に於ける違反人員
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　大正八年、五、九二七（第一審受理）、同十二年、七、九四三

（同上）、昭和二年、三、一二五（同上）、同七年、七、五〇〇（起

訴）、同十年、九、八一二（起訴）、以上の統計を覗るときは、昭

和二年度を除く外は、違反者は毎度増加の傾向を示し、殊に昭

和十年度の選墨に於ては、悪質犯罪七割五分以上に及び、市町

村長にして起訴せられたる者五百人以上斌選墨粛正委員た6し

者一千名以上に及べめ。昭和九年、島根縣々會議員選墨に於て

無競孚無投票匠生ぜしも、其實競孚者が買牧を受け、候補を僻

退せるに由れゆ。猶昭和十一年六月十日束京府々會議員選基に

於ては、十一日迄の槍墨百七十七名に及びしが、同日以後は槍

：墨を打切れウ。猶同年愛媛縣々議総選墨に際し、南宇和島郡町

村會議員至・部及宇和島市議員廿四名買牧犯にて槍墨せられ、宇

和島市會は再選墨に附せられたム。

　（二）昭和八年、全國各地に於ける百二十鯨市に渉る市會議

員選墨に際しては、違反事件約一萬二千に上鉱昭和四年度の

違反槍墨歎六千件に比し、約二倍の多きに達し同十一年十月、

東京市新編入の癌會議員選墨には、十二月十日迄の槍墨二百六

十三件（買牧四十五件）牧容者十名に及び、同十二年三月東京

市會議員選墨には、五月迄の槍墨千二百四十七件牧容人員八百

三十六名の多きに及び、買牧犯尤も多きを占む。猶同年幅地山

市々議十三名起訴せられ、市議総僻職し、同年編岡市にては市

議改選に際し、廿五名の槍學・を見たム。
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　（三）前述せる如く、小市及町村に於ける選墨には棄権少

く、且選墨違反も概して多からざるも、不純の選纂は、必しも

皆無にはあらざるなウ。埼玉縣某町新たに市と爲う。昭和二年

普選法に依凱選墨を施行せるに、三十八名の立候補者中大多

藪は、奇怪なる不正手段を行ひ、一票一圓の買牧を爲せウ。昭

和四年編島縣某村に於ては、有権者七百四十人の内、九割五分

は選墨違反の罪に間はれたゆ。而して此等の選墨違反は、多く

は黛派の孚に起因せう。昭和五年、岐阜縣の某村に於ては、黛

涙軋礫の爲め、村税の滞納者多く、村自治の維持困難と爲蚤、

途に村會に於て、贋村を議決せることあ蚕ため。叉長野縣の某

村に於ては、小學校移轄問題に關し、五名の村會議員辮職し、

補閥選墨施行の際、村長立會人の外一人の投票者なく、途に選

墨不能と爲れう。是れ候補者が、一人も出金せざ套し爲め、杢

村民の棄権と爲ウぬるに因る。昭和十二年一月、廣島縣安藝郡

内村會議員選墨に於て、有樺者三百八十名中、二百五十名槍墨

せられ、候補者十五名中、十四名牧容せられた6。此等二三の

事例に徴すれば、我町村選墨界に於ても、亦不純若くは不正の

手段が潜行する一斑を知るに足る。

　（四）其他昭和十一年二月、衆議院議員総選墨に際し、滲謀

格として運動したる、地方議會議員の槍墨せられたる者、亦多

歎に上れう共顯著なる違反事件は、（殊に買牧犯）青森市々長、

市議十五名、青森縣三戸郡縣議杢部。高知縣々議十三名同縣安
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藝郡縣議登部、顧島縣郡山市々議八名、同縣中村町々議十名、

茨城縣々議十三名、岡山縣々議十五名、長崎縣佐世保市々議十

五名等に係弧此外杢國に渉6、地方自治膿の幹部連の選墨違

反は驚くべき多藪に達したう。凡そ此の如き地方議員の違反事

件は、以て地方議員の素質の良否、及議會制の適否を批到すべ

き、有力の資料たらずんばあらざるなめ。

　第十一節　地方自治膿（殊に市）に於ける自治機關非違の歌況

　地方自治機關の行動の一般的歌況は、今i妓に詳述するの蓬な

し、只地方自治制を如何に修正すべきやの、問題を槍討する爲

めには、主としては共非違事件の状況を掲墨せざるべからず。

非違事件の一種として、先づ地方議會解散の揚合を基ぐべし。

　第一　市會の解散

　明治廿二年地方自治制施行以來、町村會の解散は殆んど聞か

ざるも、市會の解散は、今日迄約十六同に及べう。明治年間十

同、大正年間二同、及昭和年問四同ありた蚕。明治大正問に於

ける解散は、多くは市會の不法権限超越の行動に由うしも、昭

和年問四同の解散は、市會の本務と機能に、嘘閾を來たすべき

素質の混入著しき爲めに由ることが登見せらる。即ち昭和三年、

東京市會が解散せられたるは、議員定歎八十八名中、濱職に關

する刑事犯の爲め、拘留中の者二十五名に上弧此外猶六人の

閲員あうて、総議員三分の二以上の出席を得る能はず、市會の

職責を叢くすを得ざうしに由め、昭和九年和歌山市會の解散せ
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られかるは、同市市議に諸種の疑獄相次ぎ、市議中廿一名の槍

墨牧容を見、過牛藪の議員出席する能はざるに至蚕たるに由鉱

昭和十一年、青森市會の解散も、市議十五名槍墨せられ、其他

刑事犯の爲め失格四名あウて、閾員十九名と爲蚤たるに由鉱

昭和十三年、高岡市禽の解散も、市會議長選基に關し、多歎議

員の違反事件に罹めたるに由飢多くは市議の多藪が、漬職其

他の刑事犯に由め、共本務を鑑くす爲めの資格を喪失せるに由

るな蛎此等の事例は猶僅少なるも、市議の素質漸く低下し

て、公共事務庭理に必要なる識徳の具備を期待するを得ざる、

世態の傾向を徴する材料として、決して之を看過するを得ざる

なゆ。

　第二　束京市に於ける非違事件

　東京市に於ては、明治三十一年初代松田氏よ鉱昭和十三年

に至る四十年問に、十六人の市長を迭迎せウ。其在任期問、雫

均ニケ年六ケ月鯨なう。其中大正十二年震災當時よめ昭和八年

迄、十ケ年澗に、七人の市長が交代せ外（京都市、昭和八年

迄の卒均在任期問は、ニケ年十一ケ月な蚤。）此の如く市長が頻

繁として交迭し、其の在任期間短き所以は、市長が政窯の偲偏

にして、政蕪勢力の市會に及ぼす影響の攣動、常なきに由鉱

而して政黛勢力の憂動常なきは、主として市議選塁が、金銭と

情實とに左右せらる㌧に由るなめ。由來束京市議の選墨が公正

ならず、之が起因と爲鉱爲めに市政を紫飢せる醜態は、次の
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一二の事例を看て知るべきなム。大正十五年の市議選墨には、

革新會なるもの起ウ、奮弊を革新することを標榜し、過牛歎の

議員を獲得したウしが、直ちに市長助役を改任し、局課長以下

吏員を交迭して、市議腹心の者を以て充たし、横暴を極め、魚

河岸、板舟補償、京成電車乗入、江束青物市揚、自働車購入等

に關する疑獄事件を出たし、次で瓦斯會杜事件暴露して、市會

は解散せられ、昭和四年、更に所謂浮化議員が選出せられたる

も、議長、市長の選墨及吏員の選任には、多く不浄の手段が行

はれ、殊に各種委員會の濫設、不急事業の促進、其他市議吏員

相通じ、凡百の好醜手段を行ふて私腹を肥やし、其不正事件及

公金の消費を枚墨せば、危然たる大冊を爲すに至る程なめしな

う。元よ互顯著なる事犯は槍墨せられたるも、法網は天綱の如

く嚴密なるを得ず、浮化の成績は、常に不十分なるを憾みとせ

ざるを得ざめしなう。

　第三　東京附近町村に於ける非違事件

　地方自治膿及議會の腐敗は、猫め東京市のみに止らず、東京

附近の町村、亦之に劣らざるものあめたウ。昭和七年頃は、尤

も甚しきを極めため。例へば三河島町、集鴨町、長崎町、石紳

井村、淀橋町、尾久町、縮戸町、及荏原郡内町村等に於ては、

公吏及議員等の贈牧賄、公金の費消不正金の分配等、殆んど枚

墨に蓬あらざらしめため。殊に某町に於ては、町長及び町會議

員等が、功勢金分配を行ふに際し、先づ町吏員の口を封ずる爲
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めに、既往に遡ウて杢員に壇俸を爲し、其交換條件として、不

正事實を獣止せしめたることもあめた外

　第四　共他の地方に於ける非違事件

　地方自治膿の不正及疑獄事件は、東京府下のみに限らす、廣

く杢國到る所に旭うつ㌧あウ。例へば京都市の如き、東京に次

ぐ伏魔殿の観ありた外同市の腐1敗は既に昭和三年、御大典當

時に兆ざし、機密費の濫出は、途に昭和八年に至う、六十六名

の公職者、會祉員の起訴を見るに至れウ。共他岡崎、横須賀、

津、岐阜、大津、奈良、大阪、紳戸、縮井、縞岡、千葉、横濱

の諸市に於ては、選墨及共他公務事件に關し、公吏及議員の濱

職及不正事を惹起し、其他愛知縣の土木事件、致育不鮮事件、

三重縣勢田川土木事件、兵庫縣武庫川埋立事件、熊本縣學務疑

獄事件、殆んど列記に苦む程の事犯を起せめ。

　第五　敏育界に於ける事犯

　地方自治燈の非違状況を摘記するは、貴に吾人の不快とする

斯なるも、猶鼓に獣覗するを得ざることは、致育に關する事態

な蚕。教育は人生の精神的基源にして、此基が堅く此源が清け

れば、世態の多少の不詳は、之を怨ぶを得るも、若し然らざる

ときは、國家の憂は決して淺きを得ざるなう。由來東京市に於

ては、小學校長の任命は、形式上市長及匝長の内申に由ウしも、

其實椹は市會議員の手に握られたう。而して市議は贈賄の厚薄

に由卦、周旋の程度を異にし、贈賄の額は五百圓よう千圓に上
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鉱濁ウ校長のみならず、訓導よウ裁縫致師に至る迄、皆贈賄

に由う就職するを例とせ外某小學校首席訓導、精勤十年、然

かも関として榮轄の購令に接せず、途に節を屈し、其貯蓄せる

千金を贈賄し、利権屋市議に周旋を依頼せるも、時既に遅し、

他の競雫者の厚賄に因う失敗し、千圓の互額を徒消しぬる悲惨

の談柄もあ鮎而して斯る贈賄に依登、就職又は榮轄しプ～る者

は、更に何れに向つてか、其補償を求めざるべからず、而して

市議は假．令之を知るも、他を各むるを得ざるの負傷あ鉱市の

敏育局長親學も、敢へて市議に封抗し得るの地位にあらず、市

長と錐へども、巨先に市議に依め選墨せられプ～る者なる以上は、

市議を答責するを得ず。斯くして日本首都の敏育界は、盆圭腐

敗して、廓清の機は容易に之を期待するを得ざるに至れめ。日

本首都の歌況、此の如しとせば、一般監覗の眼の輝かざる邊僻

の地方に於ては、暗黒の影一暦濃厚ならざるを得ざるべし。杢

國中に於て、致育の尤も普及せめと稚せらる＼長野縣に於て

は、昭和八年小學校致師六七十名以上の槍墨を見たることあう

プ～め。是れ俸給不排の爲め、赤化思想を誘登せるに因蚤たる

も、俸糸合不沸が、抑も如イ可なる事由に法髪づくもの：なるやを追究

するの要あめとす。

　帝國致育會の報告（昭和八年）に依れば、小學校々長の移動

年限は、千葉縣三年六ケ月、山形縣三年五ケ月、熊本縣二年八

ケ月の卒均にして、轄任の七割五分は、覗學の私情、校長問の
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不和及政孚の犠牲に由飢殊に政雫の原因の爲め、五年に四同

の移動を爲せるの例あゆと云ふ。此の如く小學教師の地位が、

政雫、私情及贈賄等に依み左右せらる』ことは、地方風漱の振

興上、實に由々しき不鮮事にして、國民教育の基礎は、破壊さ

れつ鼠あウと云はざるべからず。昭和九年東京市埜穀の下に於

て、覗學、學校長、敏師等の濱職事犯の爲め、槍墨せられたる

竜の、四十人の多きに及び、叉山陽道の大市岡山市に於ても、

敏育關係者等、二百人以上の者が、警察署に召喚せられ、槍塁

されたる者も、三十名以上に及びたるの事例あうプ～め。地方自

治の腐敗が、教育界にも浸染しつ＼あるの事實は、此の一斑を

見るも亦之を推知すべきな銚決して之等を等閑覗するを得ざ

るな銚

　第十二節　地方自治及選墨駅況の批判蚊自治制改革の必要

　以上述ぶる如く、我地方自治膿の自治及選墨の實状を観察す

る時は、其結果頗る佳良ならずと謂はざるべからず。選墨に於

て、棄権率多く、（市部に於て殊に然蚤とす。）且つ選墨違反少

からざるを観るときは、自治の観念は、未だ一般に精到し居れ

ると云ふを得ず、即ち棄椎率の多きは、自治制を重要覗せざる

か、又は選墨の方法、候補者の人物等に不満あるか、兎に角自

治制と自治精脚に閾漏あるに由るなり。而して他の一方選基違

反少かざるの事實を観るときは、選基に滲典する者の、心理歌

態如何を推測するに足るべし。即ち選基を以て、公人設定を本
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旨とせず、只之に由ウ私利を醤むもの好具と微すの徒多きを見

るな命。殊に立候補者が、選墨の爲め多額の金銭を支出する事

賞を観るときは、（選墨運動に、多額の金銭を要することは、世

間周知の事實にして、只選i墨には謹嫉を要するを以て、幸に免

る者比々皆然るのみ。）眞面目に選墨に蓼加する者は、有権者中

少歎なることを知ウ得べし。此の如く選墨棄権者及選墨違反者

少からず、眞に選墨を公務として從事する者の少きは、則ち選

墨制及之に基づく自治制の、地方管理法としての債植多からざ

ることを知め得べく、叉斯る管理法が、地方公共事務庭理の唯

一の適當なる制度なウやを、再思するの必要あめとす。吾人は

今日の自治制には、幾多の過當越程の規程あることを指摘せざ

るをイ号ざるな蚕。

　議員候補者が、選墨蓮動に凡百の手段を蓋くし、亘額の．金銭

を費し情實に蔭蚕、投票者の敷心を得るを島め、共結果當選を

得プ～る時は、何等かの補償を求めざるべからず。即ち議員とし

て、自治膿の公吏委員等を選任し、又公共事務を討議する等の

際に當鉱種々の術策を弄し、私利を圖卦私情を逞ふするに至

るは、自然の勢歌にして、議員の非違漬職事件は、自ら生ぜざ

るを得ず。蓋し地方議會に於て、尤も不良なるは、職業議員と

蕪派議員なめ、彼等は或は同類相連合し、或は吏員と相結托し

て、唯自己及自黛の利盆を博取することを圖るのみなり。斯る

議員を先つ排除するにあらざれば、自治膿の救濟は之を期すべ
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からず。然れども是れ選墨民の自豊に待たざるべからざるも、

選墨民の自畳が抑もの難事にして、果して何れの日に選墨民が

自畳し來るやは、大なる疑問たらずんばあらざるなめ。

　或は日はん、多衆の雑生せる此人問肚會に於て、濁め自治膿

の選畢のみ、清朗を期待するは、所謂徒らに矛矛ブ～る義を好む

の類にして、世間を知らざるの見な飢水清ければ大魚なしと

の諺もあ銚若し選墨界の廓清を強行せんとするあらば、自治

制は途に實施するを得ざるに至らん。凡べて世問事は、大綱を

把持し得るを以て、足れゆとせざるべからず。且つ現今に於て

は、爾かく選墨界の紛濫を聞かず、既に一新の機に接せ鉱何

ぞ既往を以て將來を杷憂するの要あらんやと。固よウ徒らに微

事を苛責酷答するは、隆國興民の氣象にあらざるべし。然れど

も微事も蔓延するに至れば、決して微事にあらず。萄く竜自治

の基調たる選墨が、不正を以て行はる＼ことを黙親する時は、

自治の綱紀は弛緩し、共極壌屡萎靡して大綱の把持も不可能と

爲るべし。今日に於ては、選墨の闘．豚及自治の紛擾は、多く聞

かざる所なるも、縦令外に現はる㌧ことなくも、内に潜行する

ことなしと限らず。且つ一たび病疾に罹ゆたる者は、容易に本

復する能はざるべし。曾て選墨粛正が唱へられたるも、殆んど

共効果を奏するを得ざウき。假令共効果あうた多とするも、粛

正蓮動を待つて、初めて粛正さる選墨は、本來歓陥を有するも

のと謂はざるべからず。此の如き現歌の下に於ては、自治制當
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初の目的たる、地方公共の利盆の登達、及衆庶幸薦の増進は、

到底其の完全なる途達を期すべからざるなム。是れ1妓に大に考

慮を運らし、善塵法を講ずる必要を生ずる所以な銚帥ち制度

の改革を計鉱嚴密なる統制と、周到なる指導監督を立つるの

急務を認めざるを得ず。殊に選墨の槍墨を強行し、且つ地方議

會の権限を適當の将内に限局するを肝要とす。而して是れ自治

禮本來の使命に復蹄せしむる所以にして、決して自治の擢能を

特に削減赫るものにあらざるなめ。今次章に於て、自治制改革

の綱要を説明せんと欲す。

第鰹童　自治制改革の綱要

　第十三節　地方自治膿に封する統制権張化の必要

　我地方自治膿は、元と猫逸制に倣ひ、之を法人として、公共

事務塵理の主膿とせウ。現時の府縣制及市町村制の規定亦然め

とす。例へば市制第二條には、市は法人とす…㍉法令の範園

内に於て、其の公共事務を庭理すとあム。妓に法人と云ふは、

明治廿一年制定最初の市制に、市は、「法律上一個人と均しく、

権利を有し義務を負捲し」と、あると同じく、人格者た卦との

意なめ。帥ち今日の我地方制に於ては、地方團膿を以て、公私

法に渉り、猫立の人格者たる資格を有せしむるな銚故に地方

團膿は、原則として其権能を自由に行使し、法律行爲を爲し、叉

住民に公務を課することを得るなう。唯法令の規定に從ひ、其
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作用の範園、條件等が制限せられ。叉國の監督を受けざるべか

らざるのみ。有くも特別の規定なくんば、行爲の自由を有する

こと、個人叉は私法人と異なることなきなゆ。然れど惑地方團

膿と、個人及私法人とは、杢く其地位性質を異にし、彼の献法

上の肚團等とも、其組織を異にすることを審にせざるべから

ず。蓋し私法上の法人に於ては、其構成員は一定して、共1こ共

同利盆の目的の下に、緊密なる關係に立ち其機關を精選し、法

人の生活目的に從ふて、能く経螢を爲さしむることを得るな

め。之に反し地方團膿に於ては其構成員は、雑駁なる多歎人よ

め成鉱必しも緊密なる共同關係に立つものにあらず．興機關

の設定も、亦粗葬にして、自己固有の事務を管理すると同様な

ることを期待し得ず。殊に私法人は、胴二團も螢造物竜相當の財

産若くは財源を有することを、共存立條件と爲すも、地方團膿

は蓮常課税権を財源とするに過ぎず。而して住民の負捲能力は、

自ら一定の程度あるに過ぎざるを以て、團膿の経費捨畑すれ

ば、公債募集を爲すか、又は苛刻なる課税を敢行して、僅かに

其存在を永績し得るに過ぎずして、往々財政の逼迫に隅ゐるの

危瞼を招くこと少からず。且つ地方團膿の基調たる選撃は、無

責任なる自由行爲にして、筍くも選墨行爲其者に不法なき限ウ

は、選墨者は選墨の結果、殊に被選人の當否等に付ては、何等

の責任を負ふことなし・斯る無責任行爲たる選墨に、塞づく百

般の不結果は、私法人の場合には、該私法人の運命に蹄するの
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みにして止むべきも、地方團膿の揚合に於ては、國家は決して

之を馬耳東風に附するを得ざるなめ。何となれば地方團膿は國

家統治の旺域の一部に属し、地方の利害は、則ち國家利害の關

する所にして、地方團騰は、實質上は國家行政の一逼域なれば

な動若し地方團膿の財源枯潟して、公共事務庭理の経費に、

敏乏を來たすことある揚合には、結局國庫の補助を講求せざる

を得ず。此の如きは私法人の爲し得ざる所なウ。故に地方團膿

は、縦令法人な6と錐へども、決して私法人の如く完全なる濁

立の人格者たるにあらずして、國家行政の一匠域たる性格は、

依然として多分に之を有するものな銚故に之を法人と云メ、

も、只或特種の財産権及其他の状態を有するに由るものたるに

過ぎざるなう。地方團膿が、此の如き騰容を有する者なる時は、

國家の之に封する統制椹も、私法人に封することは、自ら其内

容と程度とを普及せざるべからず。國家は、元よめ私法人に封

しても、監督襟を有するも、只消極的なるに過ぎず。之に反し

國家の地方膿に封する統制権は、積極的にして、共存在條件た

る組織及作用の全般に付、監督を及ぼすを得べく、殊に今日の

選墨界及地方團膿の状態に顧みて、統制構は盆，之を強化する

の要あう。然らずんば之を救ふ能わざるなウ。彼の國家の自治

膿に封する監督灌には、不可侵の制限あめと倣す見解の如き

は、地方團膿の法人格を、過當覗するの謬見に陥るものにし

て、決して妥嘗なウと謂ふべからず。必要の程度に從ひ、統制
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樺は大に之を張化し得ざるべからざず。殊に官磨の監親及干渉

の範躍を撰張するの要あめとす。

　第十四節　地方自治膿に於ける、統轄部と議事蔀との嚴

　　　　　　明なる匠別

　蓮常地方自治膿に於ては、公民を本とし、公民の選撃のみを

塞調として、其組織及作用を爲すべきものなめと、、想、惟せらる

る編き竜決して然らず、須く其限度を超越せしめざることに注

意するを肝要とす。蓋し地方の公民なるものは、元と個々の存

在にして、堅固なる軍位の團結を形成するものにあらず、地方

の一個の串心としての存在を有するものにあらざるなウ。斯る

公民に依套選墨せられぬる議員は、其素質雑駁にして其集合よ

塁成る議會は、決して地方を統轄する杢般的責任者たるを得ざ

るのみならず、具膿的事務を精慮詳察する能力を具備するもの

にあらず。故に地方團膿に於ては、統轄部と議事部とを蝦iに1匝

珊し、議員よウ成る議事部の椹限は、決して廣汎ならしむべか

らず．只公共事務及財政に關し、原則的議決を爲すの外、地方

事件塵理に付、質疑、批評を爲すことに止め、統轄部が地方の全

般的事務を綜理するものとして設置せらる＼を要す。是れ職能

瓢珊の必要よみ生ずる自然的の原則にして、議會の地位を特に

憂斥するに凌）らざるなウ。而して統轄部は、統制権を有する國

家に依蚕組織、撰任せられ、叉は承認せらるべきものとす。固

よ毒地方議舎も、統轄部の組織に付、或滲，與擁は之を有するこ
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とあるべきも、其決定又は承認は、常に國家官1聴に之を留保せ

しめざるべからず。殊に府縣及大市に於ける、議會の擁限及其

議決の範園は、他に比し大に制限せられざるべからず。地域の

大なるに從ひ、自治性は減縮せらる㌧を當然とす。其他統轄部

執行部と議事部とを匿別する結果として、市町村に於ける現行

の委員制は、之を攣更し、議員が委員を兼任することは、之を

制止せざるべからず。何となれば是れ執行部との混交にして、

執行部責任の蹄着を不明ならしめ、自治紛溝の渦因を兆さしむ

るものなればなう。但し議員が名碁職墾事會員に任ぜらる㌧こ

とは、敢へて不可なかるべし。何となれば滲事會は、議會の議

決を具膿化する爲めの議事を爲すに過ぎざる所なればな銚英

國の自治騰に於ては、滲事會が其重心とな蚕實権を有し、議會

も地方首長も、共に重要なる作用を爲すものにあらず、既黙我

國とは組織椹限を異にするものとす。

　第十五節　小地域に於ける自治制

　自治制は、小地方に於ては、其適鷹性を登見するを得。小市

及町村に於て、選基が比較的良好なる成績を墨げつ曳あること

は、前述せる如し。蓋し地域狭少なれば、互に人物の適否を知

悉し得るを以て、種々の術策を排して、其確信を表現し得るこ

とが自然なるに由るなウ。且つ小旺域に於ては、住民は、其自

治膿に於ける利害關係を直硯し得るを以て、自ら選墨に興昧を

有するに至る。小市町村に選墨棄権者少きは即ち之れを讃明せ
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レ、而して選墨民が選墨に典味を有するは、自治制登達の開端

なレ但し小地域に於ても、買牧と情實に由る選墨の弊害は、決

して之を絶止することは爲し得ざるべし。元來小市町村に於

て、棄権率少く、選墨歌況比較的良好なるは、其各方面及部落

には、豪族叉は地頭の如き、所謂顔役なるものあうて、選墨人

の指導を司るに由るなゆ。若し此顔役なる者が、穏健公正なる

態度を以て指導を爲せば、選墨も好き数果を得るに至るも、荷

くも、然らざる時は、選墨ブ・一力と異なること無きに至るべ

し。只顔役は情義を以て、ブ・一力 は金銭を以て、選墨者を支

配するの差異あるも、共に有椹者をして自由意思を以て、投票

せしめざるに至めては、更らに異なることなしとす。若し夫れ

眞の自治の精神を以て、選墨を墨行せしむる如きは、最高道徳

の然らしむる所にして、一般の多衆には必しも之を期待するを

得ざるものなめ。故に小地域に於ても、只選墨の弊害少きを以

て、満足せざるべからず。固よ命自治膿の地域の範園挾き時

は、大なる設備を立つるを得ず、共同生活を籏張する能はず、

又大人物プ～る管理者を得る能はざる敏陥を生ずることあ套と難

へども、小地域も亦其儘にて、存在の理由を有し、張て之を獲

張するの要なきことあう。我現時の小市町村が、比較的良好の

成績を撃げつ㌧ある以上は、盆圭之を保護し奨働せざるべから

ず。但し近時小市町村に於ても、政窯勢力の浸淫に由鉱紛擾

を醸すこと少からず、一般の不幸を齎らす憂あるを以て、監督
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官磨は、一履監硯と督正を嚴密にする要あるのみならず、人事

に付ても、國の統制権の作用を受けしめざるべからず、是れ猶

後に述ぶる所あるべし。其他市町村内の部落に自治制を布くこ

とは、自治性適慮の爲め、尤も希望すべきことなウとす。

　第十六節　地方議會選墨法の改正

　地方團膿の自治を作振する所以の方法として、共選墨法を改

正することも亦必要なめ。現時の地方議會議員選塁法は、衆議

院議員選墨法と同じく、個人主義自由主義を本とする所謂普選

法を標準とし、只一片の理論に由ム制定せられたるものにし

て、地方燈の事情に適合せず、疎慢に陥いれる幣あ銚斯る

選墨法に依う墨げられたる議員をして、地方公共事務を討議せ

しめたることも、亦地方生活の根基に堅實を失はしめ、其登達

力を阻害せしめたる一因ならずんばあらず。宜しく普選法は之

を改正し、先づ地方議會の議員選墨は、該地方艦と永く利害の

關係に立つ者プ～るを第一の要件と爲し、少くも三年乃至五年以

來の住民たるを要すとすべし。殊に世帯主に投票椹を有せしむ

るを可とす。元來我祉會には、家族主義が行はれ、家族は．世

帯主に依う統轄せられつ曳ある事實、及び地方税中戸歎割は、

尤も重税にして、戸別を輩位として、之を分賦するものなると

に省へめみる時は、戸主叉は世帯主が、選墨の輩位者たるべきを

當然の事理とす。家族は世帯主に依6代位せらる㌧ものなるゆ

へ、重ねて之に選墨権を付與するの必要あることなしc一人一
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票主義は我國情に適合するものにあらざるなう。

　其他地方議會と衆議院との選墨権を、同一人に重合せしむる

現制度は、之を改礎するを要す。現行の我選基法の規定に於て

は、爾者の選墨椹を、多くは同一人に重合せしむる結果と爲れ

るゆへ、政蕪者流は、先づ各地方の議會と執行部とに其勢力を

扶植し、之を根擦として、選基を孚ひ勝利を占め、以て中央及

地方の政擢を塵騎し跳梁せんことを圖ら、途に容易に洗除すべ

からざる宿弊を酸成せ蚕。此宿弊を一掃することは、政界嘉清

の根本療法な右。然るに地方的地盤は、彼等の勢力増殖の唯一

の根擦なるゆへ、此の地盤の開拓と籏張とは、彼等の重要なる

目的として從事する所にして、此目的の爲めに、常に政雫を紛

起して、地方自治を混謝せしめ、弊潰を流布するな銚故に地

方自治を粛正し、此政争を根絶する爲めに、先づ地盤制を崩壊

せざるべからず。而して此地盤制が形成せらる㌧は、中央議

員と地方議員との選墨が、普選法に基づき、其資格と人とを同

ふするに起因するものなるゆへ、此爾者の選基方法、資格條件

等を異にして、成るべく同一人に、爾権の重合せざる方法を立

てざるべからず。固よう爾選墨共に、日本國民を有資格とする

ものなるゆへ、重合を絶止する≧とは、困難なウと錐へども、

法制上種々の差別を設けて、以て分離せしむることは、決して

不可能にあらざるなう。是れ衆議院選墨法改正に於ても、亦考

慮せられざるべからざる問題なめとす。（若し今日の普選法を改
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めて、世帯主を選基椹の輩位とする時は有椹者の歎は現制よ蚕

約五分の一に減少し、適當の歎たるを得るに至らん。）其他府

縣、及勅令指定の市に於ける議員選墨に關し、適用せらる議員

候補者の届出及供托金納付の規定も、亦之を改正すべし。斯る

規定は、衆議院議員選墨の場合と同じく、選墨自由を拘束する

弊害に陥らしむるものにして、選墨の本則に合するものにあら

ざるゆへ、之を凝更するの要あう。之が爲めに選墨事務の取扱

に、多少の繁i雑を來たすことあるも、決して之を厭ふべきにあ

らざるな缶

　猶市町村會には、通常の公選墨議員の外、各地方の事業に功

勢ある者、名望家及特種團膿の管理者等を特任議員として、列

席せしむるの新例を開くべし。是れ地方議會の議事をして公李

ならしめ、其奪重性を帯ばしむる爲めに肝要なめとす。我中央

議會に於て、公選議員を以て組織せらる＼衆議院に拉び、勅任

議員の列席する貴族院の存在することは、地方議會の組織にも

亦滲考とするに足る。佛國の地方議會に於ても、小學校教師を

して滲列せしむるの實例あめ。而して此特任議員は、監督官臆

たる府縣知事をして選任せしむべし。

　第十七節　地方自治膿の事業

　地方自治膿は、其地位に相當する目的内の事業を経螢し庭理

するを導務とし、其種類と範園を正當に限界するを要す。先づ

地方民住宅の開接、整備、衛生、學校病院の設備、道路、土木、
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上下水の事業、鋤業、肚會事業、墓地、娯樂揚、圖書館の設立

等は、通常の公共事件として從事せられざるべからず。此外自

治膿は、其経濟上の経螢と、住民の生活需要の爲めに、或企業

を爲すことあるべし。農藝的交通的の企業の如き即ち然蚕。然

れども自治膿は、螢利會肚とは其性格を異にするものなるゆ

へ、企業に關しては、自ら一定の限度あらざるべからず。殊に

自治膣の組織能力の限度を超越せざる範園内に限られざるべか

らず。水道事業の如きは、住民生活の需要に必要あるのみなら

ず。水源地の牧用等、私企業として困難に遭遇する多きを以

て、自治膿の公企業としては、尤も適當なるべし。其弛交通機

關の如きは、土地と住宅問題とに關係を有し、之を私企業とす

れば、其牧入を増加する爲めに、佳民の便宜、街琿の開籏に、

単均を得せしめざるの1映陥を生じ易きを以て、之を自治膿の企

業に属せしむるを適當とす。此外電燈瓦斯事業の如き、亦此種

に属す。凡そ此種の事業の外に於て、住民及自治膿の直接の需

要に關せざる純然たる経濟上の経螢は、專門の技師及事務員等

を要し、自治膿の組織能力の容易に　じ得る所にあらず。殊に

多歎の從業員と事務員とを備附するを要する事業の如きは、自

治膿企業の可能力を超越するものとして、之を除外せざるべか

らず。自治膿と企業團膿との問には、性能に自然の差別ある≧

とは、特に之を審にせざるべからず。

　昨年、内務省地方局に於て、農村自治制改革案を立て、町村
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に、各種経濟團膿等の活動を綜合調整せしむる権能を附典し、

町村會に於て、之を審議し、且つ町村長をして、綜合調整に關

する意見を、監督官薦に提出する構能を附與せんとする旨を幾

案せるに封し、農林省の委員は、之を承諾せず、折衝の結果妥協

案を作弧地方制度調査會総會に提出し、途に其成案を得た

が。此成案に依れば、町村に、各種團膿等の活動の連絡協調を

圖るべき機能を附典し、町村會に於ては、町村長の諮間に慮

じ、各種團膿の連絡協調に關し必要なる事項を審議する機能を

有せしめ、且つ町村長の権限として、蓮絡協調に關し、意見の

呈示をなし得る機能を認むることとせ蚕。各種團膿とは、農

會、産業組合、山林組合、其他畜産、養錐、漁魚、商工業組合

等な6地方局に於ては、此等各種の團膿が同地域に叢生し、互

に活動するときは、摩擦軋櫟を』起こし、爲めに町村の存立と癸

達を阻害すること少からざるを慮鉱綜合團膿たる町村をし

て。之を綜合調整せしめ、以て統制の實効を得せしめんことを

企圖したるものにして、其趣旨は必しも不可にあらざめしな

り。（斯る問題は市に於ても亦起るべし、）然れども斯る活動の

綜合調整の機能を町村に附與し、町村會長をして之を掌司議決

せしむることは、果して適當な蚕やの疑問を起さざるを得ず。

蓋し斯る農林、灘凱畜産、商工等に關する事件、其相互の關

係及庭置の方法等は、專門の知識、技術及経験等を有る者にあ

らざれば、之を適當に測定解決するを得ざるを以てなう。今町
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村會に於て、之を討議すべしとするも、町村會議員は、只雑然

たる民衆に依蚕て選墨せられたる者にして、斯る專門的の知識

経験等の具有を期待するを得ず。（答申案には、二三の経験家を

議會に列席せしむることにせるも、是れ幾許の効果あうやは疑

問なう。）斯る者の討議は、却つて紛擾を招廉するのみとなら

ん。調査総會の成案に於ては、「活動の綜合調整を、活動の蓮絡

強調」に修正せるも、「活動の綜合」と「活動の蓮絡」とは、實

質上何等の差異なかるべし。「調整」と「協調」亦然るべし。且

つ町村長の「意見提出」（監督官廉への二）と「呈示」とも、何

等の差異あらざるべし。呈示も之を監督官磨になし得べし、而

して監督官磨が之を探用すると否とは、、「提出」の揚合と異なる

ことなきなめ。故に総會の答申も地方届の原案も、共實、大な

る差異あることなし。兎も角斯る事件は、町村の從事すべき機

能としては、適當のものにあらざるな壺。固よ蚤諸種の経濟團

骨豊が叢生して、町村に煩累を及ぼすことは、其堪ふる燐にあら

ざるを以て、町村は、自己に關する各團膿との關係は、自ら調

整せざるべからざるも、然かも各種團膿の濫立の宿弊を矯め、

之を統制して各自をして能く共所を得せしむることを計る如き

は、是れ政府及地方官磨の任務と爲すべき所なう、殊に地方官

磨は法令の規定と中央官騰の施政の方針に從ひ、之を監覗し指

導し節制を加へざるべからず。若し斯る法則の規定を歓如せる

揚合には、之を制定するの要あるべし。然れども町村をして之
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に任ぜしめんとする如きは、其職能の適否を識別せざるの見な

めとす。町村は、唯通常の地方公共事務を庭理することを其常

職とすべきものにして、特別の知能を要する特別の機能に付て

は、管掌の責任を負はしむべからざるなウ。但し統制官鵬が、

地方登生の諸種團膿に付、特別の知識経験を有する町村の吏員

に封し、諮間機關として、之が意見を徴するは、敢へて妨なき

所なう。然れども一般の町村をして、斯る権能と機能を有せし

めんとするは、地方團膿の性格及自治の可能性を誤認するもの

な6。地方自治制を以て、地方民生活の全範園を包括するもの

と爲すは、過當の見解ならずんばあらず。叉諸種の経濟團騰も、

各，存在の理由を有して成立するものなる以上は、必ずしも之

を地方膿に包括せしむるの要なきものとす。殊に町村は、杢く

郷土憐保的の團膿にして、職業團膿〕又は階級團膿にあらざるゆ

へ、其経螢事業は、一方に偏せざるを要す。産業自治は、一般

的にあらざる以上は、地方自治とは之を匝別せざるべからず。

英國の地方自治騰が、各個的の権限を有するのみにして、包括

的の権限を有せざるの黙は、我國に於ても大に滲照するの要あ

るべし。

　第十八節　地方自治膿の財務

　地方自治膿に於て、尤も愼重を要するものは、財務と會計の

事務な卦。凡そ財務は、諸務中尤も放漫に流れ易きものにして秘

事業の放漫は財務放漫の原因なるも、財務其者の放漫も、亦大
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に愼まざるべからず。會計事務捲當者が、清廉を以て身を奉ず

べきは勿論の事なるが、公費節約は共第一の信條ならざるべか

らず。叉牧入支出をして嚴密に李均を得せしむることは、公私の

會計の共に要義とする所な今。固よめ人口の塘殖、文化の進捗

に從ひ、自治膿の事務複聚し、從て経費の塘加は當然にして、

人口の増殖と地方繁昌の爲めには、已むを得ざるも、然かも財

務が困窮を告ぐるは、種々の原因に由るものにして、租もすれ

ば冗費濫出を來たすに至る。尤も警戒すべきことは、議員が

執行部に干渉し、其勢力を扶植する爲めに、維費の支出を張

要し、又は吏員が民衆の歓心を買はんが爲めに、議員と結托

して、新事を企つる如き類少からず。窃くも自治膿の議員及吏

員たる者は、斯る私心を杢洗し去鉱互に協心職力し、一に公

務の公正を念とし、共財務を健全ならしむること計らざるべか

らず。抑も自治膿が、一個の法人を形成する以上は、財務の猫

立を有すべきは、共根本義なウ。一時の急迫の場合に、國庫の

補助を仰ぎ又交附金を受くるは、止むを得ざることなるも、其

の経常の支出は、自辮の畳悟あらざるべかてず。又自治膿の事

業の企叢は、一に其實力と資源とを観察して之を立て、其財務

を窮迫に陥いらしめざることに注意すること、尤も肝要なウ

とす。

　自治膿の財源としては、rlら自治膿に適合するものあ凱必

しも國の財源と其種類を同ふするものにあらず。自治膿に適合
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する税科目としては、先づ螢業牧盆税及ニヒ地利得税を墨ぐるこ

とを得。蓋し螢業關係の登達及土地債格の騰貴は、地方自治膿

の企墨方策に密接の關係を有するを以てなめ。人口の増殖及経

濟登達の爲め、螢業が繁昌し土地の偵格が騰貴すれば、之に課

税すること尤も正當なるべし。但し土地に付ては、偵格騰貴に

由蚕利潤を取得する者に課税せらるべく、i奢修娯樂事件も、土

地の繁榮に塞づき課税の好封照と爲るべし。國税に關する附加

税は、課税重複するを以て、共程度を嚴限するを要す。

　地方自治膿の現状に付、尤も憂慮に堪へざることは、共支出

額と課税額とが、年々膨脹することなう。昭和十一年度（豫算）

道府縣、市町村及水利組合の歳出総額は、十九億一千八百萬圓

絵に上ゆ、一人當二十七圓拾九銭にして、（内務省地方局編地方

財政概要滲照以下同）同年國庫総歳出は二十三億一千一百圓蝕

一人當三十三圓五十二銭二厘なめ、之に比し地方一人當は比較

　　　國庫　地方　國税　地方税　的に決して少額と謂ふを得
　　　歳出　歳出
　　　　　　　　　　　　　　　　ず、殊に其指藪を比較すれ
　明
　治　　　　　　　　　　　　　　ば愈≧明かなゆ。
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　左表の如く國庫総支出指

数二、七六七に封し、地方

総歳出の指数は四、三七二

にして其増加額は一倍牛張

なめ。又國税の一人常は拾
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三圓三十二銭一厘（昭和十一年度豫算）なるに、地方税の一人

當は九圓五十三銭九厘國税指歎一、四三一に揖し、地方税の指

歎は二、一九九にして、國民の地方税負澹は、國税に比し、亦一

倍傘強の増加なめ。則ち此表を観るときは地方歳出と地方民税

負澹の増加額が、如何に異常なるやを認めざるを得ず。地方税

中尤も多額を占むるものは戸藪割にして、地方税総負捲額一戸

當四十八圓十一銭三厘の内、戸藪割の負澹は、一戸當市に於て、

十四圓七十銭七厘、町村に於て十六圓七十銭七厘なウ。地方民

の税負澹力は、既に枯渇せめ。現に歎年來、地方納税の朕況は、

不良な蚕との報告あ蚕。之れが救濟は國庫に仰ぐか、叉は公債

の方途に求むるの外、道なかるべきも、國庫にも大なる飴力な

く、公債の募集も容易に期待するを得ざるなめ。

　昭和十年末現在にて、地方公債の総額は、三十四億二千七百

萬圓絵（地方自治膿の塞本財産の総額は、十億六千七十五萬七

千圓絵なう。）にして、一人當四十九圓四十九銭八厘な銚之を

同年度の國債額九十五億八千萬圓除、一人當百三十八圓三十四

銭三厘に比較すれば、元よム云、ムに足らざるの少額なれども、地

方歳出中、尤も多額なる致育費四億七千六百萬圓籐に次で、公

債費三億四千五百萬圓綜（歳出額の一割八分弱に當る）なるを

、懲ふ時は、決して之を輕覗すべきにあらざるなウ。殊に此地方

債中市債二十億四百萬圓鯨（町村債は三億九千一百萬圓鯨な6）

にして、此内束京市債は七億八千二百四十萬圓籐を歎へ、猶同市
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値昭和十三年八月現在高は、八億八千一百二十萬八千圓鯨一人

當百四十圓四十五銭四厘にして、指歎は明治三十一年一〇〇に

封し、一、二三〇となれめ。英國倫敦市が莫大の墓本財産を有し、

其の費消』方法に付き苦心するに比し、束京市の基本財産は、僅か

に二千一百四十二萬六千圓蝕な妖昭和十年末）、本年東京市の

財政は、亦字を無くするを得たウと稻するも其實寒心せざるを

得ざる朕況にあめ。現時國庫の公債額は、元よう異常なる膨脹を

爲せるも、之れ軍備及軍事費の増加に因るものとして、塞とに巳

むを得ざるものなるが、之れと異なう地方膿の負債は、一家計に

於けると同じく、容易に之を起すべきにあらず。殊に教育、衛生、

拗業、土木、杜會事業等に關する費用は、元と経常費を以て支　

すべきものにして、起債に由るべきものにあらず。唯起債が避く

べからざる時は、目的完成を以て、元利を償還するを得ること確

實なる揚合ならざるべからず。然るに地方議員及吏員等は、自己

の名聲を博し、又は野心を途ぐる事業の経螢を企てんとするに

當う、地方民の苦情を免れんが爲めに、特に起債を澤ぶの風あ

伝是れ地方債の盆膨脹する所以なう。而して之れ他の一方に

は、監督官鵬の有且叉は政蕪との投合の罪にも由るものにして、

後日に大なる鍋根を残すものなうと謂はざるべからず。地方起

債の目的及條件等に付ては、現地方制に特別の規定あり、叉監督

を受けざるべからざるも、實際上果して適當に實行せらるやは、

大なる疑問なき能はず。只監督官磨の嚴正なる審査に依り、匡正
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を求むるよウ外、道なし、英國に於ては、亘額の地方起債には、地

方局よ蚤審査官及會計官を特派して、、事業及會計を調査槍覗せ

しめ、地方の會計掛の人選には許否権を留保せみ。其代昼國庫

は、地方の起債に保讃を典へ叉は公債の轄貸をなすことあめQ

佛國に於ては、特別資金より貸出し、叉は私設土地抵當銀行を

して、地方債を引受けしむることあう。共代うに地方會計の監

督は、甚だ嚴重にして、豫算の執行にも官の許可を受けしむ。

昆れ我國に於ても、亦滲留意すべき事なるべし。

　前述せる如く、地方歳出の膨脹甚しく、地方民の負捲年々

重積し公債額亦増加し、地方財務の駅況健杢ならざるに於て

は、百方共の救濟策を講せざるべからず。法制上に於ては、地

方議會の歳出豫算増加の修正議決を禁止すべき、明交の規定を

設くることも、亦一法なめ。（帝國議會に於ける歳出豫算増加の

修正は、當初よう制限されてあめ、）其他地方自治民の畳醒と自

粛を喚起するの要あう。殊に監督官磨が明目張膿して、常に財

務會計及豫算討議の駅況等を精槍詳査し、監督の實を墨ぐるこ

と、尤も肝要なゆ。東京市に於ては、年々吏員の慰努會、議員

の族費等、莫大の金額を支出し居るに拘らず、僅か七十萬圓の

圖書館改築費を拒否せんとし、而して他の一方には、板舟事件

の再登を計めたることあウたウ。之れ其の一例なるが、凡そ此

の如き不當事件が瀕出して、財務の放漫と爲う紫飢と爲る。之

れが救濟は、只監督官磨の嚴明なる監督に在るのみな蚤。英國
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に於ける地方自治膿の會計と財務に關する監督は、甚だ嚴重周

到にして、然かも中央と地方との経濟の均衡を保つことに、深く

留意するの黙は、我國に於ても大に滲考するの必要あうとす。

　第十九節　市町村統轄部（及執行部）の組織に關する統制

　明治四十四年制定の我第二の市町村制に於ては、市長は市會

に於て、候補者三名を推薦せしめ、内務大臣之を上奏し裁可を

経て任用することとし、町村長は町村會に於て選墨し、市町村

の助役及牧入役は、市町村長の推薦に依鉱市町村會に於て之

を定め、共に更に府縣知事（町村牧入役は郡長の認可）の認可を

受くべきことを規定せウ。則ち市町村の統轄部の重役の選任に

は、國の任用権又は認可椹が留保せられため。然るに大正十五

年の改正法に於ては、市長町村長助役及牧入役等の選任に關す

る、國の任用権及認可権を創除し、全く市町村會の選定のみに

委することとせム。是れ大なる攣革にして、果して適當の塵置

なうしやは、今猶疑問とせらる㌧所な銚抑も市町村長は、市

町村地方團膿の首長として、之を代表し、市町村事務を統轄

し、且つ執行の主宰者な6。市町村の豫算及重要事件は、市町

村會に於て議決せらる＼も、之を提案し、執行するは、市町村

長の職責とする所なう。從て共地位甚だ重要にして、市町村の

根幹なう。助役牧入役等、亦之に次ぐ地位を有す。故に其選任

は、尤も之を鄭重にせざるべからず。決して之を地方議會の選

任のみに委すべきにあらず。國の統制権の作用は弦にも亦及ば
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ざるべからず。若し唯之を地方議會の選任のみに委する時は、

地方膿の重役は、政蕪叉は派閥の、私曲叉．は野心の勢力に厘せ

られ、只迎合を事として、猫立の統轄部として、其職責を鑑く

すを得ざるの弊害を醸すに至らん。是れ現に各地方に於て、既

に誕示せらる』所な蚤。此の地方議會に於ける私曲叉は野心を

匡正する爲めに、國の統制権を以て、選定の敷果を制限する必

要を見る。故に議會の選定には、少くも國家官廉の認可を経べ

きことと爲さざるべからず。加之地方自治膿及其機關は只自治

艦の爲めのみに存在する者にあらず、他の一面には、國家行欧

を執行する機關としての地位と職責とを有す。國家は自治膿及

共機關に依うて、幾多の國家目的と及國務とを實行するものな

蚕。斯くの如く自治膿及其部分が、國家の用に供せらる＼もの

なる以上は、國家は、其機關の組織にも干渉し得ざるべから

ず。殊に自治膿の吏員の適否は、 國家行政の敷果の基否に關す

るものなるゆへ、國家は其の利釜の爲めに、之に干渉する権能

を有するを當然とす。故に自治膿重要の吏員の選任には、奮制規

定の趣旨に從ひ、少くも監督官臆の認可を受けしむべし。（大自

治膿には國の任用を必要とすることあるべし、）私案に依れば、

市長町村長は、市會、町村會に於て選墨し、共に府縣知事の認

可を受けしめ、助役牧入役等は、市町村長の推薦に依凱市町

村會に於て定め、府縣知事の認可を受けしむべし。（市町村長在

職せざる時は、市町村會に於て選暴し、府縣知事の認可を受けし
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む、）其他府縣知事には、市町村長の解職を命ずる権を有せしむ

べし。是れ亦認可椹の敷果の延長として必要なづ。蓋し認可権

は、市町村長の選墨及共人物の適否を審査決定せしむる爲め

に、監督椹の一種として行はる蝿のにして、一旦認可したる

後に於ても、其不適當なる事件が生じたる揚合には、不認可と

同敷の解職庭分を登せしむるを當然なウとす。既に市町村會解

散の規定あるを看る時は、解職権の存在し得ることも、亦理會

し得ざるべからず。

　我現行制に於て、市町村首長以下の選任を市町村會に杢委し

たるは、或は民主主義の思想に駆られたる爲めに出でたるなら

んか、兎も角過當脱将の規定プ～らずんばあらず。市長は當初上

奏裁可を経て任用されたる者なう。然るに一旦にして市會のみ

に依ゆ選任せらる㌧とするは、急激の攣革な蚕しな蚕。宜しく

之を奮制に引戻すべきなめ。國の統制権は、翫に自治膿の作用

に及べめ。然らば之を濁う人事に及ぼし得ざるの理あることな

し。國家官鵬の認可を経ず、從て之を知悉せざる者をして、國家

の諸種の法令の執行に任ぜしむるは、官鷹の手足を切断するの

不理に陥いらしむるものな蚤。故に前述せる如く、凋逸の自治

制に於ても、市町村長、助役、滲事會員其他重要の役員及有給

吏員の選任には、監督官廉の認可を要すとし、再選墨に封する

再認可の揚合には、國家官磨をして代行せしむることと爲せし

が、ナチス政権に至つては、地方自治膿に封する干渉権を更に
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一層張化せ塾。叉佛蘭西に於ても、市町村長の官民選問題は永

く決せず、今日は民選制を施行せるも、官選論者は猶存在し、

且つ市町村長退職椹は之を官磨に留保せあ。濁佛の斯る制度は

我國に於ても大に滲考に資すべきな蚤。我現行法に於ては、懲

戒庭分として、市町村長の解職を命じ得るも、此以外に於て、

監督の一作用としても、解職を命じ得ることと爲さざるべから

ず。

　第廿節　監督機關及監督方法の整備

　凡そ事物は、何事も致養、指導、監督及匡正帥ち統制に由

鉱完全なる登達を來たすものなう。地方自治膿も亦然参。地

方自治の登達を過信し、唯消極的監督に限局する如きは、濁逸

に於けると同じく、我國に於ても亦淺見に属す。周到なる統制

は常に必要なゆ。蓋し地方自治膿は、國家内の一部分にして、

國家主権の下に在蚕て、自治権を行ふものにして、其の果して

自治制設置の趣旨とに適合する朕勢を保ち、共作用を爲しつ㌧

あるや否やは、常に監親され、叉將來の登達が指導されざるべ

からず。然るに近時我國に於ては、地方分構主義が鼓吹せら

れ、其の影響に由鉱地方自治が放漫に付せられ、緊切なる監．

督を忘却し、爲めに地方制の弛緩を招くに至らんとせ◎。殊に

監督機關に不備あ外監督者に怠慢あ外蕪雫涙閥の軋礫共問

隙に乗じ來ウ、地方勢利の競取の弊害は、到る所に浸染した

め。一時蕪派政治の盛な卦し時は、地方官の地位常に動播し、
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確乎たる方針を立て㌧、地方政務を指導するを得ざるのみなら

ず、地方官自らが、多く乗公持李の徳を候き、政窯の鼻息を窺

ひ、途に其器械として奔走するに至鉱地方自治に封する公季

嚴正なる監督は、思もよらざることと爲れ鮎今や政蕪の中央

に於ける勢力は、歎年前に於ける如く強大ならずと錐へども、

共の地方に於ける根抵は、未だ容易に抜くべからざるものあウ

て、其弊潰は依然として衰ふることなし。此の如くにして、今

や監督権の不備、派閥の駿屋、自治観念の不振等に由鉱我地

方自治の前途は、其登達に大なる阻害を受けつ㌧あ外之を救

濟するの道は、唯大に國家の統制力を登揮するに在う。則ち先

づ監督官騰をして、堅き畳悟と責任心の下に、公正なる活動と

周到なる監督と指導とを張行せしむるに在るのみな参。

　現行の我地方制に於ては、市町村の自治に封し、共に府縣知

事をして、第一次的監督機關たらしむることと爲せるが、是れ

果して完杢の方法なうや、疑問なき能はず。從來は郡役所及郡

長あ蚕て、町村自治に封する第一一次的監督機關とせるが、大正

十五年郡長制を壌止し、共監督を除去しぬ蚕。爾來町村と府縣

との中問に在る町村組合、水利組合、郡を中心とする農會、水

産會、山林會其他土木出張所徴税事務所等の問に於ける調停機

關の存在を失ぴ、紛雫事件の解決に困難を生ぜしめぬるのみな

らず、國家の下級行政及町村自治に封し、近接の監督を敏くに

．至らしめ、國家統制作用の系統に麟閾を生ぜしめたう。是れ地
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方紛擾事件の増加したる一原因ためしことは、雫ふべからざる

事實なゆとす。現時に於ては、府縣支鵬及支聴出張所を設け、

叉府縣知事は、其の事務官をして、町村自治の監督を爲さしむ

るを得るも、是れ姑息不徹底の措置なるのみならず、之が實現

は知事の任意に屈し、常に期待し得ることにあらざるなう。有

くも國家統制作用をして、國土の周邊迄、徹底して貫行せしむ

る爲めには地方長官の下に、中等官磨を設定して、常久近接の

監督を行はしむることを必要とす、假令今日交通の便は盆開進

せるも、府縣知事をして、農村山里漁邑に於ける笹々たる事件

に迄指導せしむることは、不可能のことな銚必ずや奮郡長制

の如き、近接の監督機關を設備するを要すべし。郡長制を復活

するの必要はあらざるも、中等の官聴を立て＼、主として町村

自治を監督せしむるは、目下の急務な命とす。

　大正十五年の郡長制の康止に依め、町村自治制に封する監督

椹の縮小、及昭和四年法律第五六號に依る市町村自治の認可及

許可事件の激減は、地方自治擢の籏大と號し、共功績が吹聴せら

れたるも、是も吾入の期待に反せる事衆にして、自治膿の登

達は、毫も之を看取するを得ず、其悪化は前述したる所な蚕。

吾人は之を救濟する爲めには、既存の監督機關の外、猶近接の

監督機關を新設して、益監督作用を張化し嚴密にせんことを希

望す。而して監督の網目は、概ね次の如くなるべし。（一）人事

監督、部ち選任の適否濃職有無等監親、（二）統轄部組織の統一
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整頓を計ること、（三）経螢事業、殊に祉會的文化的事務の合目

的、（四）事務庭理の適正、殊に財務の緊譜、（五）議會の討議及

選墨欺況、違法越椹有無の親察、（六）指令、訓示、忠告、（七〉

自治制に關する致養、殊に奉公心、公共思想の梱養を昂むるこ

と等なめ。但し監督機關が、地方自治膿に封し、監督を爲すに

際し、制動機が、推進力を妨害せざることを注意するは、勿論

の事なbとす。

　第廿・一節　東京都制問題

　東京市は、螢毅の下に在る首都にして、他の市と之を同等覗

すべからず、宜しく都制を立て、特別の措置を探るべしと云ふ

ことが、東京都制問題の起れる動機なウ。殊に東京市が、内務

大臣と東京府知事との二重監督を受け、且つ東京府と重複の行

政を爲すことは、尤も不可なめ、東京市は府知事の監督を脆

し、只内務大臣の監督のみに属せしむべし、東京市は、東京府

よめも規模遙かに大な鉱大市が小府の監督を受くるは、事理

顛倒なるのみならず、事務の繁雑と遅滞の弊害を生ぜせしむる

ゆへ、宜しく之を改礎するを要す、是れ都制設定の必要なる所

以なムと唱へらる。然れども此の主張は、必しも適當にあらず。

若し東京市の監督を、只内務大臣のみに属せしむるときは、府

の官治及自治の行政事件を、東京市及其各匿に委任して執行せ

しむるものに付ては、何れが之を監督すべきや、之を内務大臣

が行ふことは、事理不通にして、途に無監督と爲らざるの不理
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を生ずべし。叉内務大臣が、市務を監督するに付ては、其下級官

磨をして、先づ之に調査せしめざるべからず、然るときは結局

府知事の手を経ざるべからざることと爲参、東京市務よ蚕府知

事の手を脱せしむることは不可能となるべし。筍くも束京市が、

東京府の匠域内に在る一地方なる以上は、縦令帝都なうと錐へ

ども、國家官鵬の監督を受くることは當然にして、何等不合理

と爲ることなし。叉二重監督を不可なめとせば、是れ猫ウ東京

市に止らず、他の斯謂六大都市にも、亦同様の事と爲るべし。

然るときは東京市のみに、都制を布くの理由は生ぜざるなめ。

　束京市が、帝都として其規模宏大にして、束京府と重複の行

政を行ふは不可な幽として、都制を新設すべしと云ふは、槌か

に相當の理由あめと云ふを得べし。然れども今東京の府市爾制

を改め、爾者の権限と東京府の官治行政とを合して、之を東京

都に厨せしむる機構を立つることは、國家行政組織上の著しき

墾革にして、其關係簡輩ならざるものあめ、只重複行政の弊害

を除却する爲めの制度としてのみならず、（重複行政の弊害は、

濁う東京に限らず、大阪、京都、名古屋、其他に於ても、亦生

ずべきも、）東京は、他市と異な蚤て、規模宏大なる帝都にし

て、中央政府と密接の關係に立つこと多きを以て、特別制を設

くべしとの理由は存し得べし。

　今東京都制を立つるに於ては、元よウ統轄部と議事部とを嚴

界し、議事部は、都事件の大綱に付て議決するの権を有し、叉
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統轄部に付ては、滲事會、滲與等の機關設定に關し、幾多研究

問題あるべきも、尤も重要なることは、統轄部の組織殊に都首

長の選任を如何にすべきやの、間題なウとす。

　都長の選任に付ては、官選民選の二大意見あ鉱叉民選説に

も、都民直接の公選、都議會に於ける選墨及都議會に於て詮考

員を設け、其推薦せる候補者幾名かに付、勅任すべし等の諸説

あめ。（詮衡員の推薦に付勅任する制は、民選の内に数へらるべ

し、）官選の揚合には都の地位に鑑み、親任官として任用せらる

べし。兎も角官選民選何れが適當なめや、是れ頗る重要の問題

なめとす。

　民選論者は云く、東京市の二重監督及重複行政の弊を矯め、

其猫立性と自螢力とを強化する爲には、都長は、民選に依互任

用せられざるべからず。自治の籏大は進歩の大道なり。都長民

選は自治振大當然の方途な蚤。官治及他治は時代錯誤の邪道に

属す。元よめ東京市政及選墨に付ては、既往に幾多の敏陥あ蚕

しことは之を認む、然れども自治の失誤は、自治に依め訂正せ

られ、市民自らの過怠は、市民自らに依卦、反省せしめざるべ

からず。之れ自治徹底主義なめ。若し腐敗市政を粛清せしむる

手段として、官権の歴力と監硯を求めんとする如きあらば。是

れ官権依存の権道に依らんとするものにして、官権の塵力除去

せらるれば、復た直ちに復奮し、何等粛清の効を見ざるに至る

べし云々と。
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　然れども官治と他治とは、何故に時代錯誤の邪道なめや、凡

そ自治と統制とは、其の何れに偏するも錯誤なめ。統制を艇し

て自治のみに，馳することを、正道な套と信ずることも亦錯誤な

め。只自治と統制が中正を得ることが、正道なるのみなあ。而

して小市町村の如く、地方膿の小なる場合には、共地方選墨の

首長をして統轄を行はしむるも、大なる不可なしと錐へども、

（此揚合にも、統制力を彊化する爲めに少くも國家的認可制を

探るを要す、）大なる地方團膿に於ては、選墨要素のみを以て

は、十分の管理能力を有せしむることを得ず。現時府縣知事

が、府縣自治の首長たるは、此理由に基づくな今。今東京都に於

ては、其範園廣く共事務大量なるを以て、殊に然らざるべから

ず。民選の都長は、決して十分の統轄力を保持する能はざるを

以て、必らずや官選の都長を置かざるべからず。官選の都長を

置くは一時的に都の自治に張制歴力を加ふる爲めにあらず、却

て常久的に都務を管理せしめんが爲めな銚猶選墨非違を匡正

する爲めに、選墨法に罰則を規定し、警察官司法官をして、之

に依ゆて以て選墨の粛正を計らしむると同じ、若し自治と市民

の失誤及過怠は、自治と市民をして自ら反省するに任すべしと

せば、何故に監覗懲戒罰則等の方法を行ふ必要あ命や、若し此

等他力を假らず、府民自らの齋正を待つべしとせば、是れ百年

河清を待つと一般、紛擾の渦芽は直ちに生ずるに至らん。凡そ

統制は、個人、小地方膿、大地方膿の順序に從1人其寛嚴の程
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度を異にせざるべからず。官治、他治を時代錯誤と微す、思想は、

國家統治の現歌を無親して、世界的虚無主義に険するものなム。

其の結果は、大に憂ふべきに至るものあらん。

　我現制に於ては、東京市は東京府内の市なるゆへ、他の府縣

内の市と同様の地位にあら。故に其市長も民選なるが、今東京

府市を合して束京都とせば、是れ市の地位を陞せて、束京府と

同等又は其以上と爲すことになる。從て市と同様に、民選首長

を置くべしとする説は、當然には生ずることと爲らざるべし。

或は東京が帝都なることに着眼して、都長民選説を唱ふる者あ

う。或は行政の機構上自治主議を當然の方針として、都長民選

説を主張する者あめ。然れども帝都の首長は何故に民選とせざ

るべからざるか、都長が官選なると民選iなるとに由鉱都民の

地位に何等褒財の差異あるべき理あることなし、英國倫敦の市

民は、民選の首長を有し、佛國巴里の市民は、官選の知事を有

するも、倫敦と巴里の市民に、地位の高低あるにあらざるな

ム。若亦行政の機構に關しては、自治主義當然の方針として、

民選首長を設けざるべからずとせば、濁ウ東京都に限らず、全

國の府縣首長は、皆民選に依ウ設定せざるべからず。決して東

京のみに限鉱民選の首長を急設せるの理由あることなし。且

つ從來東京府知事に属したる。官治行政は之を東京都の重要な

る権限に驕せしむる以上は、其首長は依然官選ならざるべから

ず。若し然らざる時は、他の府縣の官治行政が、知事に依う管
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掌せらる＼に比し、共椎衡を得ざるに至らん。都長民選の不當

なるは、從來東京市に於ける市長選基の實駅を顧みるも、思、牛

ばに過ぎるものあらん、從來東京市會議員の三分の』二は、利権

屋にして、市議を共の一種の職業とし、市役所は宛然たる利権

屋の事務所の観を，呈せウ。而して市長は、此利権屋に依b選墨

せられ、助役局課長乃至各部の吏員。亦市議の干渉に依血就任

したるを常とせウ。殊に市長の選基は、大なる利権案にして、

之に由め直接に金銭を擢取し得るのみならず、自派市長の就任

は、種々の利権櫻取の手段と爲る。且つ市會議員は、一般に政

蕪化せるゆへ、市議は市長の選基を、共の利樺擢得及び政蕪勢

力の扶植方法として、共に之を重硯せ蚕。市長選墨が、利権案

たる所以は、市長推薦蓮動費及買牧費分配額を取得するを得る

に由る。多くの揚合市長に選基せらる＼には、必らず運動費並

買牧費を要す、多額の運動費を投じて、市長候補を雫ふ者に封

しては、何人も之に封抗するを得ず，，又市長は、當選後に於て

も、種々の名義に依ウ、金銭上の負権を免る㌧ことを得ざるな

め。市長選墨に次き、市長以下の人事、事業の経螢、事務の庭

理等も、亦市議の無關心に看過するを爲さざる所にして、人事

の轄更に容隊して、共問に黄白を占め、商人請負師と結托して

私利を博し、市議iの名剃は欺十圓を偵するに至ることあゆ。

今日に於ては、市議の妄状署しく暴露せす、或は多少粛清せる

ならん。然れども宿弊の掃蕩は容易の事にあらざるなり。明治
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三十一年以來、昭和十三年に至る四十年の間に於て、大阪市に

於ては、市長の交代九人にして、共在任年藪卒均五ケ年牛絵な

るが、東京市に於ては、十六同の市長交代あ鉱其在任年藪李

均僅かにニケ年牛鯨なめ。斯る短期の交代は、共背景ブ～る政黛

勢力の消長に由る。之を観るも東京都長の民選は、甚だ危陰な

めと謂はざるべからず。吾人は官選を主張して止まざるなめ。

　東京都長の任用は、官選ならざるべからざるも、都内各匿の

組織は、現行一般の市制と之を同様にし、匝長は、市長と同様

の方法にて選任せしむるも敢へて妨なかるべし。其他東京都の

『匝域は、之を相當の範園に限界し、濫めに振大せざるを要す。

是れ事業整齊の便を圖伝（水道の如き今日の勢を以てせば、

無限に延長せざるべからざることとならん、）都會集住の弊を矯

むる爲めに、甚だ必要なウとす。

　第廿二節　地方長官の地位と職責並府縣匠域

　策一　地方長官の地位及職責

　地方長官（概して府縣知事）は、地方行政の根幹な伝府縣

知事は、中央政府の執行機關として共方針に從ひ、地方行政を

捲當庭理し、兼ねて地方自治膿を統制し監督し、地方人民に直

接して諸般の行政を實施するものな銚故に地方人民の利害休

戚は、一に繋うて知事の職責の充否に關係を有するものにし

て、知事が働精治を圖るに由ウて、初めて民政の数験を暴ぐる

ことを得るなう。知事は斯る職責を有する者なるゆへ、其地位
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堅固にして、且つ多少永績して、同一地位に在任するを得せし

めざるべからず。凡べて地方官は、先づ地方の事情を審にし民

情を知悉せざるべからず。且つ事業を経螢するには、計霊、準

備、實施、成就等同一の手に属せしめざれば、十分の成功を望

むべからず。計書者は成就者ならざるべからず。凡そ此等の要

件は、短時日の問に爲し得ることにあらず。故に地方の長官な

るものは、少くも五年以上は在任せざるべからず。一二年問の

在任は、決して地方官の職責を審くさしむる所以にあらざるな

め。然るに現時府縣知事は、一二年問にして、多くは他に轄せ

しめらる慣例と爲鉱小縣よウ大府縣に轄任するを榮轄とする

の風あ鉱是れ弊害の生ずる本な1）。固よめ適所適任を計る

は、職責を叢くさしむる本道なるも、之が爲めに轄置の弊害を

生ぜしめざることに十分の注意を爲し、一旦適所適任の措置を

採らば、永く之を保持し、容易に憂更せしめざるるの方を立て

ざるべからず。之が爲には、大小府縣知事は、大略同等官と

し、其問に高低の差を設けず、小縣知事も他と同じく、安んじ

て永留せしむる法を講じ、一時の俘津的在任の弊を除却するこ

と尤も肝要なめ。然るに杢國府縣知事在任年歎は甚だ短く、殊

に東京府知事及警覗総監の、最近十年問（昭和十三年末迄）に

於ける在任期問は、雫均一ケ年未満なう、装しきは一週間叉は

一ケ月間の警覗総監もあめたう・此の如く地方官が頻繁として

交迭するは、地方行政の敷果の墨らざる一大原因にして、實に
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民生の大不幸なめ。宜しく地方官優遇の道を立て、共在任を長

くし、以て民政の本道を築き、地方の登昌を圖ることを易めし

むべし。地方に良官能吏の散在するは、國家の鮮事なう。小縣

の知事も、在任久ければ親任官と爲凱又貴族院議員等に推薦

せらるるの榮典を有せしむべし。彼の支那西漢の孝宣帝の如

き、民政に達したる模範的君主なウしと云ふべし。歴史の示す

所に依れば、宣帝間閻よめ興鉱民事の歎難を知る、刺史守相

を弄せしむるに、諏ち親ら見問す・常に日く、民其の田里に安

んじ、歎息愁恨の聲無き所以は、政耶かに訴理れはなう。我と

此を共にする者は、其れ惟良二千石かと。自ら以爲らく、太守

は吏民の本な鉱歎蛇墜易すれば則ち民安からず、故に二千石

治理の致あれば、鞭ち璽書を以て勉働し、秩を増し金を賜ふ。

公卿歓くれば、則ち諸の表する所を選び、次を以て之を用ふ。

漢世の良吏是を以て盛んと爲るとあめ。二千石は郡守の俸給額

にして、郡守は日本の知事に相當す。郡守は吏民の本なるゆ

へ、屡≧之を礎易すべからず。其敷著しき者は、之を褒賞し、

増秩賜金し、公卿に歓任あれば、功績に從ひ之を採用す。此の

宣帝の政治の要道は、今日の日本に於ても、大に滲照すべき不

磨の地方典とすべきものなめ。

　府縣知事の在職は、多少永績せざるべからずと同時に、其地

位は堅固ならざるべからず。然らずんば自任心弛緩して、十分

の活動を期すべからず。嘗て政窯政治の勢張かウし時代には、
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地方官は、悉く政蕪の勢力に支配せられ、其地位の墾動甚し

く、内閣交迭毎に、至國の地方官は悉く一時に墾易せられ、政

蕪の手足と爲蚕て、蕪利の爲めに奔走せさるべからざること爲

鉱本來の職責を鑑くす精神は杢く之を消失し、只姑、息倫安、

政窯の鼻、慰を覗ふのみに至れることあめしが、今や政蕪の中央

に於ける勢力の衰退するに從ひ、地方官も、共專横践虞の綱を

受くること少きに至めたるも、其地位は、常に堅固なる保障を

有せざるべからず、是れ地方の官治及自治行政の作振整理を來

たし、民政の敷果を墨げしむる所以の墓礎な鮎身分保障等の

保存は、今日に於ても猶必要なウとす。

　然れども地方官は、其地位の保障を得たる爲めに、毫も塀怠

の念を起すべからず。柳も國家の專務職の官吏たる者は、共地

位に相慮ずる學識、経験及道義を具備し、服務規律を嚴守し、

其全身を捧け職務に忠勤を抜で、操履正廉、執務公卒、以て國

家元首の旨を膿し、人民の休戚を思念し、國務庭理の完成を期

せざるべからず。是れ地方官に、尤も期待せられざるべからざ

ることな銚何となれば地方官は、、人民直接の木鐸なればな

み。（皇道主義を叫張する者が、其具膿化を閑却するは甚だ遺憾

な鉱）凡そ國家綱紀の振張と、民生治安の大道とは、主として

公務員の畳醒と忠誠とに依う、喚起され保持せらる㌧ものなる

が、公務員中地方官は、他の官僚の專司なると異なうて、一般

民衆に封し、普遍的及近接的の職責を有するを以て、其風化の
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影響亦甚だ大なるものにして、國の風化と政果の根抵は、地方

官に在蚕と云ふも過言にあらず、縦令中央の政界に墾動ある

も、杢・國民衆の卒安なるは、此根祇の堅きに由るなめ。從て地

方官殊に其長官の地位は、殊に堅固ならざるべからず、而して

是れ亦地方自治艦を能く監督して統制の致を墨げしむる某な

め。

　第二　府縣匿域の併合

　日本本土の現制に於ては、地方行政の最高匠劃として、一道

三府四十三縣あウ。此匠劃は、明治廿五年以來設定せられ、既

に幾多の歳月を経過し、今や我内地は交通機關釜｝螢達し、各

地の脛濟文化及祉會の諸制度互に相關連し、往時僻阪の地も隣

接し來め、風俗習慣等も常に混化するに至れ鉱從て行政旺劃

も、亦之を、振張し藪匠を合併し、同一官廉を以て管理せしむ

るは、人員と経費を節約し得るのみならず、統制作用も多くの

効果を墨げ得るの便盆あめとす。然れども多年存立せる旺域を

墾更して、i新制を立つることは、地方住民の希望に戻ることあ

鉱環境諸状況に抵梧を生ずることあム。殊に官衙所在地の商

工業者の、螢業を脅かすの懸念少からずして、府縣の併合は、

實際上容易に着手し能はざるの事情あ鉱故に府縣の併合は、

諸朕態の自然的獲遷を待つを得策とすべし。亦我内地の府縣の

現時の匝域は、他國に比し、大なる懸隔あるにあらず、現状維

持必しも不可にあらざるべし。今各國の最高行政匪域の廣狡を
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略述せん。

　濁逸の普魯酉に於ては、地方行政の最高匠を州（｝）rovil1Z）と

稔し、其下に縣（Regierullgs　bezirk）及郡（Kreis）あ◎、全普

魯西（面積十三萬四千六百十六方哩）に十二州三十六縣四百八

十九郡あ飢（日本の郡藪は六百三十二個なう）普國の州は、日本

の縣よ蚕も遙かに大にして～最大一萬五千五百六十八雫方哩最

小六千六十二卒方哩を有す、各國斯る廣大の最高行政匝及自治

膿を有するものは少し、是れ濁逸の特制に属するものなう。北

米合衆國に於ては、最高行政匠及第一地方自治膿としては、約

三千の縣（COUnty）あム、共廣狡大小一ならず、カノレホノレニァ

州のサンバーナーヂ縣は、二萬李方哩の幅員を有し、・一ドア

イランド州のプリストノン縣は、僅かに廿四李方哩を有するに過

ぎず、叉ニユーヨノレク縣は人口三百萬を有するも、テキサス州

のコクラン縣は僅かに一萬人の人口を有するに過ぎず、英國に

於ては、地理上の縣（（bUllty）四十個あ鉱（行政上は六十二

縣に匹劃せ套、）其内ヨークシヤイヤー縣は六千六十七李方哩を

有するも、ケンブリッチシャイー縣は八百五十八早方哩、ミヅ

ドルモックス縣は二百九十八雫方哩の面積を有するに過ぎず。

準均一縣の面積七百八耶方哩にして、日本の最小縣香川縣と同

程度な銚

　佛蘭西國に於いては、地方最高行政匿として、九十個の縣

（D←・脚γte皿ent）あう、此縣制は革命の営初（一七八九年）中古
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以來の奮制を大改し、唯多少山河の形勢及人口の多寡等を考慮

したるのみにして、漫然地圖上に蚕線を引きて、新設しプ～るも

のにして、實際的の政治上及経濟上の観察瓢よムすれば、甚だ

姜當を敏きたるも、之に拘らず荏菖以て今［｛の現状に到参たる

ものにして、或地方の如きは、濁立の地方膿としては、十分の

資力を備具せざるもの少からざるも、依然奮態を保存せゆ。縣

の幅員大なるものは四千百三十一李方哩（我岐阜縣よう鞘大な

ム）に過ぐるものあるも、亦一千一百八十一李方哩（我佐賀縣

よウ稽大）に過ぎざるものもあ鉱人口尤も多き縣は百七十三

萬六千（一九二六年統計）以上を有するも、少きは四十二萬四

千鯨殊に僅かに八萬二千位の所もあ鉱各縣の大小人口の多少

等著しく差異あう。然れども是れ濁め佛國に限らず、各國の縣制

概ね然蚤とす。猫逸の州制は、元と封建時代の地方制に泥みて

立てたるものにして、各國に類例の無き特制な6。州の下に在

る縣（R　B）は、共幅員よめすれば、他國の縣に相當するも、

行政匿の地位よウすれば、州が他國の縣に相當し、縣（R．B）

は他國の郡に相當す。而して州は自治膿なるも、縣は自治膿に

あらず、只國の第二次行政匿たるのみ、（現時の我が郡と相類

す）且つ濁逸の縣（R』B。）は、佛國の縣よめも其幅員小にし

て、人口も亦少しとす。佛國の縣制は、諸種の關係に於て、日

本の縣制と相似たる黙多し。殊に縣知事の地位、亦能く相似た

る所あう。佛國知事の制度は、ナポレヲン時代に定められたる
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鞭）なるが、今日に於ても依然遵守せらる。則ち知事は全く中

央政府に從風し、中央政府に依う任免せられ、内閣交迭毎に其

地位の墾動を受くるを免れず。往時に在つては知事の長老は公

使、総督、滲議院議員及會計槍査院の高官等に、榮轄するの機

禽を多く有したるを以て、能く其地位に安んじて、職務に勉働

するの良風を有しプ～うしが、近時政黛内閣の勢力強く、議員の

践雇甚しく、此等高官の地位は、政窯者流に依う猫占せられ、

功勢ある知事も、二三等の官位に陞轄せらる』に過ぎざること

と爲飢不安の念に襲われつ』あゆ。加之政黛内閣交迭毎に、

其地位の墾動を受くる虞あるを以て、常に政界渡渉の方途のみ

に焦慮し、議員との交渉選墨運動等に奔走するのみにして、專

心民政に從事するの逗を有せず。日本の所謂浮薄的生活に坤吟

せざるを得ざるに在るを、其の現歌とす。日本の地方官制も、

絃に顧み、弊害杜絶を主眼として、堅固たる官吏法を立つるの

要あるべし。


